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夜勤の時間短縮が進んでいない

夜勤の「有害性」を基本に負担軽減を

改善がない中で業務拡大の「特定行為」

国際基準の働き方に

２０１５年度の夜勤実態調査は５４全加盟組織から寄せ
られ、４４７施設の結果をまとめることができました。
今回、急性期大病院の協力数が増え、２交替夜勤な
どが増加傾向ですが、全体としても依然劣悪な状況
という結果になりました。

２交替夜勤が過去最高となり、うち１６時間以上夜
勤が５５．１％で昨年より２ポイント増えました。一喜
一憂する状況ではありませんが、厚労省「５局長通
知」や日本看護協会のガイドラインが夜勤時間の短
縮を推奨する中で逆行するような流れになっている
のは、１６時間未満夜勤の設定しづらさ（労働時間管
理など）があると思われます。また、朝夕の人手が
必要な時間帯をカバーするためにいくつもの「ズレ
勤」でシフト数を増やさざるを得ないことも大きく、
夜勤の時間短縮が進んでいないのが実態です。

１９６５年の人事院判定は「夜勤は月の労働日の３分
の１程度」とし、「月８日」は現場に定着してきま
した。その基準に合わせれば月６～７日に制限され
るべきですが、５０年たった今も８日を守れず３交替
での「９日以上」は２５．２％もあります。夜勤回数の
多さから２交替を選択する状況もありますが、２交
替では「月４．５回以上」（３交替の９日夜勤と考え
て）の違反が３３．１％です。２交替は、３交替の準夜
時間帯の残業代や帰りのタクシー代が不要で相当な
人件費削減になっており、削減分を増員に回し、夜

勤４人体制以上や回数削減、時間短縮などの負担軽
減策がとりわけ急がれるべきです。

多くの看護職員も国民も知らないままに法改正が
強行された看護師による「特定行為」、この１０月か
ら研修制度がスタートしました。同じ行為を医師が
行えば「診療行為」、看護師が行えば「診療の補助」、
法的には研修を受けなくても実施可能とした今回の
大改悪は安全性の面からも反対ですが、今でも疲弊
しきっている看護職員の業務を拡大し離職に拍車を
かけるのではと危惧しています。労働組合としては、
特定行為実施を拒否する看護職員に、強制や不利益
を与えないようにさせることが当面重要です。

日本人の働かされ方は、あまりにも異常です。戦
争法を強行した一方で、医療・社会保障制度改悪、
労働者派遣法改悪など国民の「人として生きる」権
利を奪う政権により、国民のいのちはさらに危険に
さらされることになります。
私たちは国民とともに国際基準の働き方を政府に
求めます。とりわけ医療・介護職等の夜勤・交替制
労働における夜勤の時間短縮、十分なインターバル
の確保などの改善にむけて奮闘していきます。

なかの ちかこ

中野 千香子
日本医労連中央執行委員長
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２０１５年度のデータを見る

一喜一憂を超えて

すっかり秋の風物詩となった日本医労連の夜勤実
態調査の結果が今年も出された。昨年度は、１６時間
以上の夜勤の比率が高い大学病院などのデータが少
ないという偏りがあったが、今年度は、本来の姿に
戻ったようだ。したがって今年度のデータは、まず
プロポーション的には、経年変化を追うことができ
るものになったと考えてよいだろう。

そのような視点で今年度のデータから、注目の２
交代夜勤病棟の状況を見ると、昨年度に比べて２交
代病棟の増加（昨年度３０．０％、今年度３２．１％）、１６
時間以上２交代病棟の増加（昨年度５３．１％、今年度
５５．１％）が示されていた。そこで昨年度と同様、調
査政策局から病院性格別のデータを入手し、昨年度
データに偏りがあった大学病院と全ＪＣＨＯ病院労
組を除いた修正データを用いて、「２交代病棟の推
移（図１）」「１６時間以上２交代夜勤病棟の推移（図
２）」「８時間以上１２時間未満の勤務間隔時間の推
移（図３）」の作図を試みた。
すると今年度の２交代病棟の増加は、昨年度より

０．３ポイントの微増であり、１６時間以上２交代夜勤
病棟にいたっては、３．６ポイントも減少するという

好ましい結果になった。また元データにおいても、
データの偏りがなかった２０１３年度で５９．４％、今年度
では５５．０％であったから、４．４ポイントも減少して
いたことになる。さらに夜勤体制でも、３人以上の
夜勤人員が８２．１％を示し、２００３年以来、最高値を記
録した。また２０１１年以来、減少傾向にあった「８時
間以上１２時間未満の勤務間隔時間（元データ；１１．０
％、修正データ；１１．１％）」が、今年度の元データ
では５ポイント、修正データで４．７ポイントも増加
していた。したがって、これらのことを総括すると、
２交代夜勤病棟は、１６時間の長時間夜勤を離れて１２
時間夜勤に移行した結果と解釈できそうだ。
他方、３交代夜勤病棟においても、昨年度に比べ
て夜勤体制では、３人以上の深夜勤人員が１．０ポイ
ントの微増、平均夜勤日数が０．０８ポイントの微減、
２交代夜勤との混合病棟の割合が昨年度３６．８％だっ
たのが２．３ポイントも減少して３４．５％であったから、
３交代夜勤病棟では２交代化を防いでいた努力が見
て取れた。

しかしながら筆者は、２０１１年度調査から、夜勤実
態調査結果に対するコメントを寄稿しているが、「改
善が微増だった（２０１１年）」「（２交代勤務は）期
待に反して２８．０％と過去最大を示した（２０１２年）」
「明らかに一進一退を繰り返している（２０１３年）」
「日本の看護師の夜勤状況は、過渡期にある（２０１４
年）」と記しているように、厳しい目で見れば、今
年度の結果も、ここ数年の傾向を踏襲したものであ
ったと言える。
とりわけ今年度の結果は、看護師の夜勤の７２時間
規制が崩されようとしている中での結果であったこ
とを意識するならば、諸手を挙げて喜んでいる訳に
はいかないだろう。なぜならこの夜勤の７２時間規制
が外されてしまうと、もう看護師の夜勤規制は何も

今こそ、看護労働者でなければ
真の看護師にはなれないことを知る時である

－２０１５年度夜勤実態調査の結果を踏まえて－

ささき つかさ

佐々木 司
公益財団法人 労働科学研究所
慢性疲労研究センター長
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看護労働者意識の醸成と
夜勤協定の締結

なくなってしまうという重大事だからである。
したがって、そろそろ「１６時間２交代が減った、

でも短時間になった」と一喜一憂するよりは、たと
え２交代制が増えたとしても、その代償として、ど
のような果実を勝ち取ったのかを具体的に議論する
時期にきていると思う。
そこで、その一つの方向性として、筆者が２０１３年

の特別寄稿［１］で記し、２０１５年２月に議員会館で行わ
れた医労連シンポで述べたジョブの平等化［２］におけ
る看護労働者意識の醸成が、その新たな一歩になる
と思われる。

ここ数年、筆者は看護と看護労働は違うと主張し
てきた。それを看護労働者意識という概念でまとめ
たのが図４である。つまり看護は、人間であれば誰
もが持っている、病んでいる者をいたわる無償で自
主的な活動である。一方、看護労働は、看護が病院
に接収された活動、かつ社会をも認めた活動、すな
わち労働である点で大きく異なっている。また看護
という行為は、やればやるほどできる、底なしの生
活支援技術である。
だから病院において、自主的に看護活動を行おう

とすれば、当然、過剰看護にならざるを得ず、看護
師は疲弊してしまう。それが今の病院で働く看護師
の現状なのだ。
したがって筆者は、病院で働く看護師が看護師で

ある前に、看護労働者である意識、つまり看護労働
者意識を持つことが大切だと考えている。看護師が
看護労働者意識を持てば、本当にやらなければいけ
ない看護と、（看護労働者として）とりあえずやら

なくてもよい看護に分けることができ、看護師の疲
弊を防ぐことができるからである。そのようなこと
を主張すると、現場からは、「佐々木は、医労連が
看護の質を向上させると宣言しているのにもかかわ
らず、看護の質を低下させてよいと言っている」と
批判が挙がるかもしれない。
しかし、これまでの夜勤実態調査の結果を見れば
わかるように、一生懸命頑張って運動しているにも
かかわらず、その成果が実感を持った数値として反
映されていないのはなぜか？ その間に、（特に若
い）看護師に夜勤後の勤務間隔時間が長いという謳
い文句の下で、ますます１２時間や１６時間２交代制を
選択させてしまっているのではないか。そのような
ことに思い至れば、現在の状況では、看護師の安全
・健康・生活を守りつつ、看護の質を上げ、加えて
生き生きと組合活動ができるウィン－ウィン－ウィ
ンの関係は到底望めないのではないだろうか。

看護労働概念は、病院で行われる看護が労働であ
ることを認めるものである。したがって看護が労働

図１ ２交代病棟の推移 図２ １６時間以上２交代夜勤病棟の推移

図３ ８時間以上１２時間未満の勤務間隔時間
の推移
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　看護と看護労働は違う

　病院に接収された看護
　　が看護労働
　看護は自主的な活動、
　　看護労働は社会が認め
　　た活動（労働）
　だから、病院で働いて
　　いるのは看護師ではな
　　く看護労働者
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おわりに

であることは、当然、契約の下の活動であることを
意味する。その契約とは、国レベルでは労働基準法、
労働安全衛生法、病院内では労働協約、病棟内では
業務手順書であり、それらを守ることが求められる。
これらの契約のチェックこそが看護労働者意識の醸
成そのものになる。
折り良く、日本医労連の夜勤実態調査では、夜勤

協定の有無を聞いている。今年度の成果では、夜勤
協定を結んでいる病院は６８．４％であった。筆者は、
これを一層進めて、夜勤協定の内容を明記し、各組
織間で検討し合うことができたら、看護師が看護労
働者意識を持つ契機になるのではないかと考えてい
る。

実のところ、病院も看護師を看護労働者と考えて
いるのだ。こんな話を聞いたことがある。ある看護
師が働く病院には、準夜勤時に恒常的な残業があり、
定時では絶対帰れない職場だという。その日は、た
またま偶然が重なって自分の担当業務が早く終わっ
たので、「お疲れさま」と言ってタクシーで自宅に
帰った［３］。しかし後日、病院から突然の呼び出しが
来て、その看護師は、こう言われたそうだ。「〇〇
さん、どうしてあなたは勤務時間内に帰宅したので
すか？」と。
すなわち病院は、看護師の長時間残業（不払い含

む）を放置しつつも、勤務時間内に帰宅を許しはし
ない。病院が看護師を看護師と認めていない証拠で
あろう。

看護師は献身的だ。それはわが国の看護師に特有

な現象なのではない。たとえば米国のベイとファブ
リが２０００年から２０１３年の間に掲載された査読付きの
看護論文２８２６編（！）のシステマテックレビューを
書いている［４］（表１）。
それによれば、８時間より長い労働［５］をする看護
師の５３．８％が、患者に対する看護の質は「変わらな
い」と回答しているが、看護師の健康度に対しては
７２．４％が「問題あり」と回答していたのだ。つまり
米国の看護師も、自分の健康を犠牲にして患者の安
全や健康を守っていたのである。
しかし、わが国の看護師と異なることは、米国の
看護師は、看護師である前にまず看護労働者である
という意識を持って、長時間夜勤を阻止していると
いうことである。
来年は、日本医労連主催の国際シンポジウムが開
かれる。そこでは世界の看護師が団結すべく議論が
展開されるだろう。その時、わが国の看護師も、「ル
ールを守る・守らせる」という看護労働者意識を持
つことで、世界の看護師と同じ土壌に立った有意義
な議論ができるのではないかと期待している。

■引用文献■
［１］佐々木司．システム対策とともにジョブ対策を！医療

労働 ２０１３；５７２：２－５．
［２］佐々木司．看護師の長時間夜勤リスク対策こそＪＯＢ

の平等化にあり．医療労働 ２０１５；５７８：２０－２２．
［３］その看護師は勤務終了時刻（定時）を恒常的な残業に

よって忘れていたのである。
［４］Bae SH、Fabry D. Assessing the relationships betw

een nurse work hours/overtime and nurse and patie
ntoutcomes : systematic literaturere view.Nursing Outl
ook.２０１４；６２（２）：１３８－５６．

［５］諸外国では８時間より長い労働時間を長時間労働と定
義している。

視 点 問題
あり

変わら
ない

問題
ない

患者への看護 ３８．５％ ５３．８％ ７．７％

看護師の健康 ７２．４％ １７．２％ １０．３％

図４ 看護労働者の意識（概念図） 表１ ８時間より長い労働時間が及ぼす
影響（Bae と Fabry, ２０１４から作表）

４ 医療労働



概 要

長時間夜勤となる「２交替」病棟は、急性期、高度医療の病棟に広がり、５割を超える
職場で、「１６時間以上の長時間夜勤」となっている

勤務と勤務の間の時間が極端に短い「８時間未満」の勤務間隔が、５割を超えている

看護師確保法・基本指針に抵触する夜勤日数「月９日以上（２交替では月４．５回以上）」
は、「３交替」２５．２％、「２交替」３３．１％。特に、重篤な急性機能不全の患者の容態を
２４時間体制で管理するＩＣＵ（集中治療管理室）で、「３交替」４９．４％、「２交替」５４．
４％と極端に多くなっている

「５０床あたりの看護職員数」は「３交替」「２交替」とも増加傾向から横ばいに

日本医療労働組合連合会（中野千香子委員長・１７万４，６０９人）は、「２０１５年度夜勤実態調査」
を実施しました。この調査は、医療機関で働く看護職員等の夜勤実態を全国的規模で把握する

ため毎年実施しているものです。２０１５年６月の勤務実績（４４７施設・３，２５９職場・看護職員数１１万１，１８４人、看
護要員１２万６，７８２人分）の調査結果がまとまりましたので報告致します。※以下（ ）内数字は２０１４年度結果。

・８時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、昨年よりさらに増加し３２．１％（３０．１％）。
・「１６時間以上」の長時間夜勤は、「２交替」病棟の５５．１％（５３．１％）、看護職員数の５３．７％（４９．８
％）。「２交替」は、導入当初は療養型病床など慢性期病棟からであったが、今や急性期・高度医
療の病棟にも広がっている。心身に与える有害性が非常に強い「１６時間以上の長時間夜勤」が、極
度な緊張状態が持続する急性期・高度医療の現場に広がっている背景には、長時間夜勤に対する労
働時間規制や回数規制がなく、野放し状態となっていることが指摘できる。長時間夜勤による患者
の安全と看護要員の健康への影響が危惧される事態は深刻である。

・最も短い勤務間隔は、「８時間未満」５３．２％、「１２時間未満」１６．０％、「１６時間未満」は２４．９％。
常日勤者の勤務間隔は通常１５時間～１６時間であることからみると、「８時間未満」と「１２時間未満」
を合わせた短い勤務間隔が６９．２％となっていることは異常と言える。また睡眠時間がほとんど確保
できない「８時間未満」の非常に短い勤務間隔が、ひき続き５割を超えている。

・「３交替」の平均夜勤日数は７．６０日と昨年（７．６８日）よりわずかではあるが減っている。「８日以
内」７４．９％（７６．１％）、「９日以上」２５．２％（２５．１％）、「１０日以上」８．６％（８．８％）で、ひき続き４
分の１を超える看護職員が「９日以上」となっている。また「ＩＣＵ」では４９．４％が「９日以上」。

・「２交替」の平均夜勤回数は４．０９回（４．０７回）。「４回以内」６６．９％（６９．０％）、「４．５回以上」３３．１
％（３１．０％）、「５．５回以上」１０．７％（８．４％）と全体的に悪化している。依然として平均夜勤回数
が月４回以内に収まっていない。また「ＩＣＵ」では過半数の５４．４％が「４．５回以上」となり、深
刻な現場実態が浮き彫りになっている。

・「３交替」平均３２．７人（３３．０人）で０．３人減。３人以上夜勤体制は、準夜７４．４％（７４．１％）、深夜
６９．２％（６８．２％）。
・「２交替」平均３４．７人（３４．１人）で０．６人増。３人以上夜勤体制は８２．１％（７７．５％）、４人以上夜
勤体制は３３．０％。長時間夜勤となる２交替職場では３人体制では仮眠もまともにとれないが、４人
以上体制の職場は全体の３分の１程度である。

２０１５年度
夜勤実態調査結果

医療労働 ５



� 調査概要

１ 調査の目的

２ 調査時期

３ 調査対象

４ 調査方法と集計方法

５ 集約の結果

� 入院部門の調査結果

１ 施設数、病棟数、病床数、看護職員数

２ 夜勤形態別・施設数

14.6%

34.5% 50.9%

３ 夜勤形態別の職場数

４ 夜勤形態別の病床数

医療機関における看護職員などの夜勤・長時間労
働の実態を把握し、夜勤改善・労働時間規制など働
き続けられる職場づくりに活用する。

２０１５年６月分の勤務実績を調査。

日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある
医療機関で、２４時間交替制勤務を行っている施設。

なお、２０１３年から、介護施設の夜勤実態調査は、別
に行うこととし、本調査は、対象を医療機関のみと
した。

全国組合・都道府県医労連を通じて、加盟組合に
調査表を送付し、２０１５年６月の勤務実績に基づいて
記載したものを回収。

回収数は、４４７施設（４５２施設）、３，２５９職場（３，３０５
職場）、看護職員１１１，１８４人（１１２，５０８人）、看護要
員１２６，７８２人（１２７，９４５人）を集約。

４４７施設、３，１２５病棟、１２９，６１０病床、看護職員８６，２２７
人、看護要員９８，７８１人の調査結果となった。

「３交替」のみが２２７施設５０．９％（２２７施設５０．３％）、
「２交替」のみが６５施設１４．６％（５８施設１２．９％）、
３交替や２交替の勤務が混在する「混合（２交替＋
３交替）」が１５４施設３４．５％（１６６施設３６．８％）とな
った。

「混合」が減り、「２交替」に移行したような数
値の変化にも見えるが、同一施設の経年調査ではな
いため、回答施設の出方によって傾向は若干変わる
ので、その範囲内と思われる（以下、他項目でも同
様の傾向あり）。

「３交替」２，０４５職場６５．５％（昨年２，１５７職場６８．３
％）、「２交替」８４０職場２６．９％（８３１職場２６．３％）、
「混合（２交替＋３交替）」２３５職場７．５％（１６４職
場５．２％）だった。

病床では、「３交替」が８６，０９５床６６．４％（９０，５３０
床６９．６％）、「２交替」が３３，３６４床２５．７％（３２，７９７
床２５．２％）、「混合（２交替＋３交替）」が９，８８３
床７．６％（６，７６５床５．２％）となった。

６ 医療労働
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50床当たり看護職員数の経年推移

看護職員

看護要員

（3交替）

５ 夜勤形態別の看護職員数

16時間未満 16時間以上２交替制の16時間以上の割合
0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

44.9 55.1

６ 夜勤形態別の職場数経年推移

2交替病棟の経年推移

76.3 23.7

3交替 2交替
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72.0 28.0

70.6 29.4

70.0 30.0

67.9 32.1

（％）

７ 入院基本料の分類

８ 看護職員の配置

○「３交替」は看護職員５５，９９８人６４．９％（５９，４１１人
６８．７％）、看護要員６４，００７人６４．８％（６７，５４６人６８．４
％）。「２交替」は看護職員２３，２７５人２７．０％（２２，２５３
人２５．７％）、看護要員２６，７９４人２７．１％（２５，６２８人
２６．０％）。「混合（３交替＋２交替）」は看護職
員６，７１３人７．８％（４，７３４人５．５％）、看護要員７，７０２
人７．８％（５，４５２人５．５％）だった。
○２交替職場のうち、病棟数の５５．１％（５３．１％）、
病床数で５５．５％（５２．５％）、看護職員で５３．７％（４９．８
％）、看護要員で５３．７％（５０．８％）が「１６時間以
上」の長時間夜勤を行っている。

２００６年以降「２交替」長時間夜勤が増加し、「２
交替」病棟の割合は３２．１％（３０．０％）と過去最多と
なった。

○一般病棟の入院基本料の分類では、「７対１」１，５２３
職場７４．１％（１，４２３職場６９．６％）、「１０対１」４５９
職場２２．３％（５２６職場２５．７％）。「７対１」職場
は、２００９年度の３９．２％から２０１０年度に６０．５％と大
幅に増加した後、２０１２年度の７０．６％をピークに、
２０１３年度（６９．９％）、２０１４年度（６９．６％）と微減
になったが、２０１５年度は再び増加している。２０１４
年度の診療報酬改定で７対１算定要件が厳しくな
り、中小病院が基準落ちしている状況からみると、
今回は急性期大規模病院の回答割合が高い結果に
よる影響と推測できる。
○精神病棟の入院基本料の分類では、「７対１」６
職場４．０％（２職場１．３％）、「１０対１」１４職場９．４
％（１８職場１１．７％）、「１３対１」３４職場２２．８％（３０
職場１９．５％）、「１５対１」７０職場４７．０％（６８職場
４４．２％）だった。一昨年は「７対１」が１１職場７．４
％であり、昨年が極端に「７対１」の割合が少な
かった。回答施設数が少ないため、一般病棟より
も回答施設の出方に影響を受ける。

○「３交替」職場の看護職員は、５０床当たり平均３２．７
人（看護要員３７．４人）。看護職員の経年推移をみ
ると、２００６年以降は一部微減の年はあるものの傾
向としては年々増加してきたが、２０１５年も若干微
減となった。看護要員は、２０１０年度の診療報酬に
おける「急性期看護補助加算」新設で２０１０年度か
ら２０１１年度にかけて増加した後、２０１２年に微減と
なったが、２０１３年、２０１４年は連続で増加となり、
２０１５年度は横ばい。

（３交替）

結果
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○「２交替」職場の看護職員は、５０床当り平均３４．７
人（看護要員３９．９人）。経年推移をみると、看護職
員・看護要員ともに３交替職場同様に２００６年以降
は一部減少の年はあるものの全体として増加傾向
であり、配置数は「３交替」職場を上回っている。

○平均夜勤日数は７．６０日（昨年７．６８日）で、昨年に
比べて０．０８日の微減となった。

○１カ月「８日以内」の夜勤日数に収まっている看
護職員は、７４．９％（７６．１％）で、昨年より、１．２
％減少した。看護職員確保法・基本指針に抵触す
る「９日以上」の夜勤を行っている看護職員は２５．２
％（２５．１％）と横ばいであり、依然として４分の
１を超える看護職員が「９日以上」となっている。
「１０日以上」は８．６％。「６日以内」は１９．９％（１９．６
％）。最多夜勤回数は、夜勤専門と思われるが、
「７対１」病棟で２２日に及ぶが、夜勤専門者の人
数は減少した。
○入院基本料別にみると、「９日以上」は「ＩＣＵ」
４９．４％、「７対１」２４．３％、「１０対１」２１．２％、
「１３対１」１９．８％、「１５対１」１２．７％で、「ＩＣ
Ｕ」が突出して多い。
○夜勤体制をみると、「３人以上」は、準夜勤務で
７４．４％、深夜勤務で６９．２％。経年推移でみると、
入院基本料「７対１」が新設され、看護師の配置
数が増加し始めた２００６年以降は、準夜・深夜共に
３人以上体制の割合が増え、現在はその割合が維
持されている。一方、安全上も問題の大きい１人
夜勤は、準夜で４７病棟２．２％、深夜で３６病棟１．７％
と、昨年より微減にはなったものの一定数が残さ
れている。

（２交替）

８ 医療労働
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○平均夜勤回数は４．０９回（４．０７回）で、昨年に比べ
て０．０２回増加した。最多回数は、夜勤専門と思わ
れるが、「ＩＣＵ」と「７対１」で１８回であった。
夜勤専門者の人数も２３０人（２１２人）と増えている。
平均夜勤回数の経年比較では、ここ数年はほとん
ど改善なく推移し、２００３年に底を打って以降は悪
化の傾向が続き、２０１０年以降は平均で４回を超え
る結果となっている。長時間２交替夜勤への規制
や制限がないことが、このような野放し状態につ
ながっていると指摘できる。

○１カ月「４回以内」の夜勤回数に収まっている看
護職員は６６．９％（６９．０％）と２．１％減少し、「４．５
回以上」が３３．１％（３１．０％）で２．１％増加してい
る。「５．５回以上」も１０．７％となり、昨年８．４％と
減少したものの、今回は再び大きく増加した。「３
回以内」は、２７．２％（２８．６％）で１．４％減少。「４
回以内」の推移をみると、２０１０年に７割台を切っ
た以降回復できていない。「２交替」の夜勤回数
は、全体的に昨年よりも増えている。

結果

医療労働 ９
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１２ 夜勤専門看護職員、妊産婦等の割合およ
び病欠者

○入院基本料別にみると、「４．５回以上」は、「Ｉ
ＣＵ」が５４．４％、「７対１」が３１．８％、「１０対１」
２３．６％、「１３対１」２９．６％、「１５対１」２５．０％で、
やはり「ＩＣＵ」での夜勤回数が非常に多い実態
がある。

○夜勤体制は、「３人以上」が８２．１％（７７．５％）で、
４．６％増加している。２００６年以降、夜勤体制の改
善がすすみ（２０１２年に「３人以上」の比率が落ち
込んだが）、２０１３年からは「３人以上」が７０％を
超える結果となっている。しかし１人夜勤は、昨
年より減少したものの、３４職場３．８％（４９職場５．７
％）残っている。

最も短い勤務間隔（勤務から次の勤務の間隔）は、
「８時間未満」５３．２％（５４．０％）、「１２時間未満」
１６．０％（１１．０％）、「１６時間未満」２４．９％（２６．５％）
となっている。ＩＬＯ１５７勧告の基準を満たさない
「１２時間未満」（８時間未満＋１２時間未満）の短い
勤務間隔が６９．２％（６５．０％）と、昨年より４．２％も

増加しており、「８時間未満」の極端に短い勤務間
隔も、依然として５割を超えている。

○夜勤専門看護師は、「３交替」で０．３％（０．３％）、
「変則３交替」で０．３％（１．２％）、「混合（３交
替＋２交替）」で１．０％（１．５％）、「２交替１６時
間未満」で０．４％（０．５％）、「２交替１６時間以上」
で１．１％（０．９％）であった。３交替と２交替が混
在する「混合」と「２交替１６時間以上」で夜勤専
門の比率が高いが、全体的には０．５％（０．５％）と
横ばいであった。
○妊娠・産休・育休者数は、看護職員で６，２３２人（総
人員の５．６％）、育児短時間取得は看護職員で２，３９０
人（総人員の２．１％）であった。介護休暇取得者
は今回調査でも極端に少なく、看護職員で４２人（総
人員の０．１％）のみだった。
○病欠者は、看護職員で６９５人（総人員の０．６％）で
あった。

１０ 医療労働



Ⅲ 外来・手術室の夜勤実態

１ 外来

２ 手術室

Ⅳ 基礎項目等の結果

１ 夜勤協定の状況

２ 男性職員割合

３ 勤務間隔「１２時間以上」の状況

４ 地域包括ケア病床の状況

�有効回答数は９６職場で、「３交替」（変則３交替
含む）３８職場３９．６％（３３．１％）、「２交替」３８職
場３９．５％（４０．８％）、「混合（２交替＋３交替）」
６職場６．２％（４．９％）、「２交替＋当直」２職場
２．１％（６．８％）、「当直」１２職場１２．５％（１４．６％）
で、昨年に比べ「２交替＋当直」＋「当直」が減
少した。

�夜勤回数は、「３交替」で「８日以内」が７６．３％、
「２交替」「２交替・当直制」の４回以内はそれ
ぞれ９２．８％、１００．０％。平均夜勤回数は、「３交
替」６．５３回、「変則３交替」４．１４回、「２交替（１６

時間未満）」２．６８回、「２交替（１６時間以上）」
３．００回、「混合（３交替＋２交替）」６．０７回、「２
交替＋当直」２．３７回、「当直」２．９０回。

�１人夜勤が、「３交替」準夜勤で３４．３％、深夜で４７．１
％、「２交替」で４８．４％、「当直」制では５０．０％で、
全体の傾向として依然、１人体制が多い。

�「３交替」２７．３％（３２．４％）、「２交替」３６．３％
（３２．４％）、「混合（３交替＋２交替）」６．１％
（５．４％）、「当直＋２交替」３．０％（５．４％）、
「当直」２７．３％（２４．３％）。

夜勤協定の有無については、４４７施設中、「有」
２５６施設６８．４％（７２．８％）、「無」１１８施設３１．６％（２７．２
％）、「無回答」７３施設（５８施設）だった。無回答
を除く数を母数としているため、無回答数の増加が
昨年との割合の違いに影響していることが考えられ
る。

看護職員の５．７％（５．６％）、介護職員の２０．５％（１７．６
％）が男性職員だった。

勤務間隔「１２時間以上」あると答えたのは１００施
設３０．８％（３５．０％）、「無」は２２５施設６９．２％（６５．０
％）、「無回答」１２２施設（９７施設）だった。「夜
勤協定の状況」同様、無回答数の増加が昨年との割
合の違いに影響していることが考えられる。

地域包括ケア病床については、４４７施設中、「有」
７９施設２４．６％、「無」２４２施設７５．４％で、回答施設
の内４分の１の割合で地域包括ケア病床を有してい
る。「無回答」は１２６施設だった。

結果

医療労働 １１



Ⅴ 長時間労働規制・夜勤改善にむけて

■ 人間の生体リズムに反した夜間労働、とりわけ
長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学
的にも明らかになっています。健康リスクとしては、
短期的には慢性疲労や感情障害、中期的には循環器
疾患や糖尿病、長期的には発がん性（乳がん、前立
腺がん）が指摘され、安全性の点でも夜勤帯の作業
は酒気帯び運転と同等以上のリスクがあると指摘さ
れています。さらに医療・介護現場では、勤務シフ
トの種類が十数種類にも及ぶ非常に不規則な勤務と
なっており、より負担が大きくなっています。しか
し医療・介護の職場では、２４時間３６５日いのちと健
康を守るために、夜勤・交替制勤務は避けられない
職場でもあります。よって、夜勤に入る労働者の負
担をより少なくすることが必要であり、長時間に及
ぶ夜勤や短すぎる勤務間隔については、その改善や
規制が強く求められています。諸外国ではＩＬＯ夜
業条約やＥＵ労働時間指令などに基づいた規制が行
われ、「有害業務」である夜間勤務から労働者の健
康と生活を保護しています。ＩＬＯ「看護職員の雇
用と労働および生活条件に関する勧告（１５７号）」
では、「１日の労働時間は８時間以内」「時間外を
含めても１２時間以内」「勤務と勤務の間に少なくと
も連続１２時間以上の休息期間を与えなければならな
い」などを定めています。日本でも諸外国並みの保
護措置をとり、労働者が働き続けられる環境整備が
必要です。

■ 現在の医療現場では、医療の高度化、入院日数
の短縮化、患者の高齢化や重症化などがすすみ、看
護職員の労働と負担はこれまで以上に厳しさを増し
ています。医師だけでなく看護職の不足も深刻化し
ており、看護職が働き続けられる勤務環境の改善を
図らなければ、医療提供体制を維持することができ
ないとの認識のもとに、２０１１年６月に、厚生労働省
から５局長連名の通知「看護師等の『雇用の質』の
向上のための取組について」（以後「５局長通知」
と記載）が発出されました。「５局長通知」では、
具体的改善策として「交替制の運用面の工夫、所定
時間外労働の削減」「十分な勤務間隔の確保を含め、
より負担の少ない交代制にむけた取り組み」などの

改善を、各都道府県と労働局、医療関係者に求めて
います。２０１３年２月には、厚生労働省が「５局長通
知」に続いて、対象を医療従事者全体に拡大した「６
局長通知」を出し、看護協会が「看護職の夜勤・交
代制勤務に関するガイドライン」（勤務間隔最低１１
時間以上、最大拘束時間１３時間など１１項目）を発表
し、勤務環境の改善を求めています。さらには２０１４
年に医療法が改正され、「医療従事者の勤務環境改
善」が位置付けられ、離職防止や医療の質の向上の
ために国がガイドライン（指針）を策定し、各医療
機関は計画的な勤務環境改善に取り組む仕組みを導
入することや、都道府県ごとに医療勤務環境改善支
援センターを設置するなど、医療機関の勤務環境改
善を支援する体制を構築することが盛り込まれまし
た。

■ 今回の「２０１５年度夜勤実態調査」は、看護師な
どの勤務環境改善を求めた「５局長通知」発出後４
年目の調査となりますが、残念ながら過酷な勤務実
態は変わっていない結果となっています。今回の調
査では、長時間夜勤の「２交替」病棟が３０％を超え
た昨年をさらに上回りました。その内「１６時間以上」
の長時間夜勤は、依然として５５．１％と、半数以上の
病棟で心身に対する強い有害性と、安全性に影響を
及ぼす長時間夜勤が行われています。
また、日本は批准していないとはいえ、国際基準
であるＩＬＯ「看護職員勧告（１５７号）」で規制さ
れている「勤務と勤務の間に少なくとも連続１２時間
以上の休息期間」に反する「１２時間未満」の短い勤
務間隔が、昨年より増え全病棟の６９．２％において行
われているという実態があります。さらには、勤務
を終えて帰宅した後に、身の回りのことをするだけ
で就寝時間がほとんど取れないような、勤務間隔「８
時間未満」が５３．２％と最も多くなっていることも深
刻な実態であり、いのちを預かる職員が十分な休息
が確保できない状態で、次の勤務につくことが常態
化していることを表しています。患者・利用者の安
全を守るためにも、看護要員の健康を守るためにも、
実効ある規制が必要です。

１２ 医療労働



■ 「３交替」の平均夜勤日数は、月７．６０日（７．６８
日）で、昨年より若干改善しました。しかし「９日
以上」は２５．２％（２５．１％）と、依然として４人に１
人は月９日以上の夜勤を行っており、１０日以上の夜
勤も８．６％にのぼっています。また、最多夜勤回数
は、おそらく夜勤専従者と推察されますが、２２日に
及んでいます。月２２日も夜勤に就くということは、
まさに昼夜逆転となっていることであり、夜勤専従
者も含め、健康被害が強く懸念されます。
「２交替」の平均夜勤回数は、月４．０９回（４．０７回）
で若干悪化し、「４．５回以上」も３３．１％（３１．０％）
で増えています。「５．５回以上」も１０．７％（８．４％）
であり、１９６５年５月に人事院が示した「夜勤は複数
で一人平均月８日以内」（２交替では月４回以内）
という「判定」（夜勤判定）が、依然として守られ
ていない結果となっています。

■ 入院基本料別にみると、「３交替」で「９日以
上」は、「ＩＣＵ」４９．４％、「７対１」２４．３％、「１０
対１」２１．２％、「１３対１」１９．８％、「１５対１」１２．７
％となっています。「２交替」で「４．５回以上」は、
「ＩＣＵ」が５４．４％、「７対１」が３１．８％、「１０対
１」２３．６％、「１３対１」２９．６％、「１５対１」２５．０％
となっています。どの体制でも「３交替」より「２
交替」の回数オーバーが多くなっています。また、
「３交替」「２交替」のいずれでも「ＩＣＵ」の回
数オーバーが突出しており、重篤な急性機能不全の
患者の容態を２４時間管理する集中治療管理室におい
て、看護師の健康被害はもちろんのこと、安全・安
心の医療・看護の提供体制からみても危惧される事
態といえます。
１９９２年に成立した「看護師等の人材確保の促進に
関する法律」・基本指針では、「夜勤負担の軽減、
働きやすい職場づくり」「月８回以内の夜勤体制」
の構築などを求めています。また、２００７年の第１６６
回通常国会では、全会一致で決議（看護職員の配置
基準を夜間は患者１０人に１人以上、日勤は４人に１
人以上とすること。夜勤日数を月８日以内に規制す
るなど『看護師確保法』等を改正すること、など）
採択されています。しかし、十分な看護要員がいな
い中で夜勤体制を確保するため、一人一人に大きな
負担がかかり、体制や回数、労働時間などの夜勤改
善がすすまず、職員の疲労は限界に達しています。

早急に実効ある夜勤規制を行い、改善を図ることが
必要です。

■ 看護職員の夜勤改善と大幅増員が緊急の課題で
あることから、私たちは２０１４年９月、ＩＬＯ条約や
勧告に基づいた国際基準の勤務環境実現のために、
「めざすべき看護体制の提言」を発表し、現在の看
護職員数の約２倍に相当する全国３００万人体制の実
現をめざしています。厚生労働省「５局長通知」が
発出されて以降、「６局長通知」発出、「医療勤務
環境改善に関する改正医療法の規定」など、政府も
改善に向けた姿勢を打ち出してはいますが、本調査
でも明らかになったように、医療の高度化や患者の
重症化などに追いつかない人員体制の中で、依然と
して長時間夜勤や短すぎる勤務間隔の実態は改善さ
れず、看護職員の健康や患者の安全が脅かされる事
態が続いています。根本的な問題解決につながる道
は、大幅な人員増であり、そのことなしに、少ない
人員のまま勤務シフトを変えるなどしても、何ら改
善にはつながらないことが改めて明らかになった調
査結果といえます。
今年７月から８月にかけて厚生労働省は、「病院
の勤務環境に関するアンケート調査」を実施しまし
た。私たちは経年的に「看護職員の労働実態調査」
や「夜勤実態調査」を行なっていますが、政府が実
態調査を実施したのは初めてとなります。調査結果
の分析と公表を求め、速やかに具体的な勤務環境改
善策を求めます。
２０１５年秋、日本医労連は、いのちまもる「全国一
斉地域キャラバン行動」を実施し、夜勤改善・大幅
増員と安全・安心の医療・介護などを訴えてきまし
た。医療・介護労働者が健康に働き、安全・安心の
医療・介護を継続・安定して提供するためには、「１
日の労働時間は８時間を超えない。超過勤務含めて
も１２時間を超えない」「勤務間隔１２時間以上の確保」
「常日勤労働者より短い労働時間、週３２時間」など、
労働時間規制の法制化で働き続けることのできる看
護職場を実現し、看護師養成数の拡大や離職看護師
の再就労支援などを兼ね合わせて大幅増員を実現す
ることがどうしても必要です。私たちは、患者・国
民の皆さんにも支援を呼びかけながら、国に対して
抜本的な改善を図ることを求めるものです。

結果
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２０１５年度
夜勤実態調査実施資料

全 体 全国組合を除く

都道府県 施設数 職場数
看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人）

施設数 職場数
看護職員
総数（人）

看護要員
総数（人）

北海道 ２９ １８７ ６，６３４ ７，６０７ ７ ４２ １，２９５ １，４９０
青森県 ８ ４３ １，３０６ １，５４１ ６ ３５ １，０４３ １，２６６
秋田県 １４ ７４ ３，４３５ ３，６５５ ６ ３３ ９６３ １，１７２
岩手県 ２１ １２９ ４，６７６ ５，３９３ １８ １１６ ４，３０４ ４，９４６
山形県 １９ １２３ ４，０６０ ５，１１７ １６ １０９ ３，５７０ ４，５６８
宮城県 ９ ５７ １，８４７ ２，０８４ ４ １８ ５２４ ６０２
福島県 １０ ４３ １，５９３ １，８５３ ２ ６ １３７ １８９
千葉県 ６ ５７ ２，１５６ ２，３４２
埼玉県 ８ ５０ １，６０７ １，８４４ ５ ２３ ６８０ ７７７
群馬県 ３ １２ ４３７ ４９２ ２ ６ １４２ １７５
栃木県 ３ １６ ５８９ ７０３ １ ５ １２４ ２００
茨城県 ８ ６３ ２，０７２ ２，２９２ １ ３ ５３ ７６
山梨県 ４ ２０ ５６５ ６６３ ３ １３ ３２９ ３９７
長野県 １９ １３７ ４，２８９ ４，９０５ ４ １７ ６６２ ７６４
新潟県 ２３ １２０ ３，４８６ ４，１０８ ５ ３１ １，１７３ １，３２０
東京都 １８ ２１５ ６，５１２ ７，３８９ １２ １３４ ３，７２１ ４，２３６
神奈川県 １６ １７８ ６，３０２ ６，９４８ １２ １２９ ４，５７８ ５，０８６
愛知県 １９ １８４ ６，９４０ ７，６３６ １１ １０４ ３，７２７ ４，１１２
静岡県 １１ ５９ １，７７７ ２，２０７ １ ６ １８５ ２４３
岐阜県 ９ ４９ １，５６０ １，７５７ ２ ８ １５０ ２０２
三重県 １１ ８３ ２，８６８ ３，３０２
富山県 ５ ３９ １，２８７ １，４０６
石川県 ７ ４５ １，５５０ １，７２５ ３ １６ ５６６ ６６０
大阪府 ７ ９８ ３，４４２ ３，７４８ ２ ２４ ８９１ ９８６
京都府 ９ ９５ ３，０９０ ３，５１９ ６ ４０ １，１２２ １，３５５
兵庫県 ３ ３０ １，１１９ １，２３９
奈良県 ３ １６ ４５２ ５２３ １ ４ １２３ １５８
和歌山県 ８ ４９ １，５３１ １，６８５ ５ ３０ ８７２ ９６４
福井県 １ ７ １８５ ２２８
滋賀県 ２ ９ ２８２ ３０４
岡山県 １３ ７９ ２，４９０ ３，０７６ ８ ４２ １，２１１ １，５２６
広島県 １７ １５２ ６，３５６ ７，２１７ ６ ５３ ２，１５８ ２，６１０
山口県 １１ １０２ ３，８６６ ４，２５６ ２ ２７ ９０９ １，０３４
鳥取県 ５ ３７ １，０４１ １，２１０ ２ １１ ２４８ ３２４
島根県 ９ ６３ ２，０１７ ２，４３３ ６ ３２ ８３３ １，０８３
香川県 ６ ４４ １，６８９ １，８０９ ２ ５ ２２２ ２７３
愛媛県 １０ ５４ １，４８３ １，７６０ ７ ２７ ６７９ ８２６
徳島県 ６ ３２ １，０９０ １，２４７ １ ５ １３１ １６０
高知県 ３ １７ ６４４ ７１５
福岡県 １８ １５１ ４，６５８ ５，２５０ ９ ７１ ２，０２５ ２，３５１
佐賀県 ４ ３５ １，３１０ １，４２６
長崎県 ７ ５８ １，９０１ ２，１８６ １ ３ ９５ １１７
熊本県 ５ ４７ １，７０８ ２，０１６
大分県 ３ １５ ６６６ ７５５ １ ２ １１１ １３０
宮崎県 ２ ８ ２２５ ２７８
鹿児島県 ７ ３４ ９９７ １，２５９ ３ １２ ４１１ ４９８
沖縄県 ８ ４４ １，３９４ １，６７３ ３ １１ ４６１ ６１１
合 計 ４４７ ３，２５９ １１１，１８４ １２６，７８２ １８６ １，２５３ ４０，４２８ ４７，４８８

都道府県別調査施設数

１４ 医療労働



Ⅰ 実施施設

Ⅱ‐１ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）

性格別 施設数 職場数 看護職員総数（人） 看護要員総数（人）

全医労 １０８ ８６９ ２７，８７８ ３１，５６２
全厚労 ９２ ５４９ ２０，１９８ ２２，８６２
全日赤 ２１ ２６６ １０，５６０ １１，７２１
全ＪＣＨＯ病院労組 １３ ７１ ２，８５４ ３，１９０
全労災 ２２ ２１９ ８，０７７ ８，６４４
国共病組 １ ７ ３０７ ３４１
公共労 ４ ２５ ８８２ ９７３
公的病院 ８ ６０ ２，２３１ ２，５５７
自治体 ４６ ３８０ １３，９５５ １５，７７８
大学 １２ ２５３ ８，５７６ ９，３２０
民医連・医療生協 ８４ ３９５ １１，８３０ １４，６７４
地場一般病院 ２２ ９１ ２，４９２ ３，２０８
地場精神病院 １４ ７４ １，３４４ １，９５１

合 計 ４４７ ３，２５９ １１１，１８４ １２６，７８２

（人） （％）

６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
１９９５年 ７，７２１ １０，３２９ ２１，９９５ １２，６４７ ５，７９２ １３．２ １７．７ ３７．６ ２１．６ ９．９ ６８．５
１９９６年 ５，１３２ ８，１７１ １７，８９４ ８，６６２ ３，６６１ １１．８ １８．８ ４１．１ １９．９ ８．４ ７１．７
１９９７年 ７，５５７ １０，３７３ ２０，０９５ ９，４４１ ３，９２０ １４．７ ２０．２ ３９．１ １８．４ ７．６ ７４．０
１９９８年 ７，４５６ ９，８８０ １８，４６２ ７，５１２ ２，９０８ １６．１ ２１．４ ３９．９ １６．３ ６．３ ７７．５
１９９９年 ９，７５７ １５，１９４ ２６，４５５ １０，４０８ ３，６６７ １４．９ ２３．２ ４０．４ １５．９ ５．６ ７８．５
２０００年 ９，３３９ １５，１２８ ２７，９３０ １０，２９３ ２，９５２ １４．２ ２３．０ ４２．５ １５．７ ４．５ ７９．８
２００１年 ６，５７６ １０，９６５ ２１，０５７ ８，２６２ ２，６８８ １３．３ ２２．１ ４２．５ １６．７ ５．４ ７７．９
２００２年 ６，５９９ １０，３２１ １９，５６７ ８，１００ ３，１０５ １３．８ ２１．６ ４１．０ １７．０ ６．５ ７６．５
２００３年 ５，６３７ １０，４７８ １６，５２２ ５，２３７ １，３７０ １４．４ ２６．７ ４２．１ １３．３ ３．５ ８３．２
２００４年 ５，１２１ ８，３３９ １６，００５ ６，５０６ ２，０６１ １３．５ ２１．９ ４２．１ １７．１ ５．４ ７７．５
２００５年 ４，９６８ ８，９６５ １６，８９３ ６，２７６ １，８１７ １２．８ ２３．０ ４３．４ １６．１ ４．７ ７９．２
２００６年 ５，８９１ ９，２０４ １４，７３５ ５，７７０ ２，４８５ １５．５ ２４．２ ３８．７ １５．２ ６．５ ７８．３
２００７年 ６，９１５ ９，５８４ １５，３２１ ５，９２９ ２，５１７ １７．２ ２３．８ ３８．０ １４．７ ６．３ ７９．０
２００８年 ７，９３４ １０，８７９ １８，３３２ ７，７０５ ３，１１０ １６．５ ２２．７ ３８．２ １６．１ ６．５ ７７．４
２００９年 ８，３１７ １０，７３８ １７，４６２ ７，６８３ ３，０９３ １７．６ ２２．７ ３６．９ １６．２ ６．５ ７７．２
２０１０年 ９，９２５ １０，５２９ １９，２７５ ９，０８４ ５，４７０ １８．３ １９．４ ３５．５ １６．７ １０．１ ７３．２
２０１１年 １０，２５０ １０，１０７ １８，３００ ８，９２７ ４，８００ １９．６ １９．３ ３４．９ １７．０ ９．２ ７３．８
２０１２年 ９，３４５ １０，０１７ １８，７６８ ７，８１６ ４，６４０ １８．５ １９．８ ３７．１ １５．５ ９．２ ７５．４
２０１３年 １１，０６１ １０，８７７ １９，７７８ ８，９５５ ５，１６４ １９．８ １９．５ ３５．４ １６．０ ９．２ ７４．７
２０１４年 １０，８８７ １１，１４３ １９，５４１ ８，２２９ ４，８１８ １９．９ ２０．４ ３５．８ １５．１ ８．８ ７６．１
２０１５年 １０，２０２ １０，４９４ １８，３２８ ８，６２８ ４，４５７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９

病院性格別調査施設数

調査職場

職場数

病 棟 ３，１２５
外 来 ９６
手術室 ３３
透 析 ５
合 計 ３，２５９

実施資料Ⅰ Ⅱ
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Ⅱ‐２ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟） 入院基本料別

（人）

病棟数 ４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 合計
最多夜
勤日数

夜勤
専門

ＩＣＵ等 ２１５ ３６４ １１４ ２５０ ４８５ １，５４４ １，２４７ ８７７ ３５０ １５０ ６３ ５，４４４ １９日 ４５人
７対１ １，１０９ ２，６９５ ８００ １，８０５ ５，０９７ ９，９５６ ４，６７４ １，３７４ ３２７ ８０ ６６２６，８７４ ２２日 １１０人
１０対１ ４００ ７１５ ２８０ ７４０ １，９８５ ３，０４７ １，２６５ ３９６ ８６ ２８ ５１ ８，５９３ １８日 ５０人
１３対１ ７６ １１７ ４４ １２９ ３５０ ４５６ ２２２ ４３ ４ １ １ １，３６７ １６日 ４人
１５対１ ８７ １１８ ５６ １６７ ３７６ ６８６ １６６ ２５ ６ ２ ５ １，６０７ １６日 ３人
その他 ８０ １３１ ７５ ２０６ ３６４ ４０４ ２３３ ８０ ２５ ５ ３ １，５２６ ２０日 １人
合計 １，９６７ ４，１４０ １，３６９ ３，２９７ ８，６５７１６，０９３ ７，８０７ ２，７９５ ７９８ ２６６ １８９４５，４１１

（％）

４日迄 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日以上 ９日以上

ＩＣＵ等 ６．７ ２．１ ４．６ ８．９ ２８．４ ２２．９ １６．１ ６．４ ２．８ １．２ ４９．４
７対１ １０．０ ３．０ ６．７ １９．０ ３７．０ １７．４ ５．１ １．２ ０．３ ０．２ ２４．３
１０対１ ８．３ ３．３ ８．６ ２３．１ ３５．５ １４．７ ４．６ １．０ ０．３ ０．６ ２１．２
１３対１ ８．６ ３．２ ９．４ ２５．６ ３３．４ １６．２ ３．１ ０．３ ０．１ ０．１ １９．８
１５対１ ７．３ ３．５ １０．４ ２３．４ ４２．７ １０．３ １．６ ０．４ ０．１ ０．３ １２．７
その他 ８．６ ４．９ １３．５ ２３．９ ２６．５ １５．３ ５．２ １．６ ０．３ ０．２ ２２．７
合計 ９．１ ３．０ ７．３ １９．１ ３５．４ １７．２ ６．２ １．８ ０．６ ０．４ ２６．１

（％）

病棟数 ６日以内 ７日 ８日 ９日 １０日以上 ８日以内
全医労 ６１１ ２１．６ ３３．１ ３６．４ ８．１ ０．７ ９１．２
全厚労 ３４１ １４．７ １５．９ ４２．８ １７．８ ８．８ ７３．４
全日赤 １３３ ２５．２ １０．２ ２６．１ ２８．４ １０．１ ６１．５
全ＪＣＨＯ病院労組 ４７ ３６．９ １１．０ １７．８ １３．８ ２０．４ ６５．８
全労災 ２０３ １３．０ １２．９ ５２．３ １７．３ ４．５ ７８．２
国共病組 ７ １９．７ ７．５ ３１．８ ３８．７ ２．３ ５９．０
公共労 １６ ２０．６ ２４．２ ３７．５ １２．３ ５．４ ８２．３
公的病院 ５７ １６．１ ２１．０ ４１．４ １７．４ ４．１ ７８．５
自治体 ３１８ １６．８ １４．６ ３０．５ ２２．０ １６．１ ６１．９
大学 １４８ １８．１ １５．６ ２５．４ １９．７ ２１．２ ５９．１
民医連・医療生協 ２７１ ２４．１ １４．３ ２８．２ ２１．５ １１．８ ６６．７
地場一般病院 ６５ １８．２ １９．１ ２９．８ １７．７ １５．２ ６７．１
地場精神病院 ６０ ３１．９ ２６．４ ２６．１ １０．０ ５．５ ８４．４

合 計 ２，２７７ １９．６ ２０．１ ３５．２ １６．６ ８．６ ７４．９

Ⅱ‐３ 夜勤日数別の人数と割合（３交替病棟）組合性格別

１６ 医療労働



Ⅱ‐４ 平均夜勤日数（３交替病棟）

組 合 病棟数 夜勤人数（人） 平均日数（日）
全医労 ６１１ １４，７２８ ７．１２
全厚労 ３４１ ７，０８７ ７．７９
全日赤 １３３ ２，９８３ ７．６３
全ＪＣＨＯ病院労組 ４７ ８５３ ７．２７
全労災 ２０３ ５，２５８ ７．７２
国共病組 ７ １７３ ７．７９
公共労 １６ ３８９ ７．３８
公的病院 ５７ １，３０２ ７．５９
自治体 ３１８ ７，３４８ ７．９２
大学 １４８ ３，９４６ ７．９７
民医連・医療生協 ２７１ ５，７４６ ７．６４
地場一般病院 ６５ １，２５０ ７．８５
地場精神病院 ６０ １，０４６ ７．０７
合 計 ２，２７７ ５２，１０９ ７．６０

（％）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５年 １．４ ５７．２ ３５．５ ４．８ １．１ ４１．４
１９９６年 ０．５ ５５．１ ３７．２ ５．９ １．４ ４４．４
１９９７年 １．２ ４７．４ ４３．５ ６．３ １．６ ５１．４
１９９８年 １．２ ４２．０ ４８．９ ６．１ １．８ ５６．８
１９９９年 １．１ ４７．９ ４３．０ ６．３ １．７ ５１．０
２０００年 ０．３ ４８．１ ４３．５ ６．３ １．８ ５１．５
２００１年 ０．９ ４７．４ ４３．８ ６．４ １．４ ５１．７
２００２年 ０．２ ４４．４ ４６．０ ６．６ ２．８ ５５．４
２００３年 ０．４ ４９．３ ４２．１ ５．８ ２．４ ５０．３
２００４年 ０．７ ４３．６ ４６．７ ５．８ ３．３ ５５．７
２００５年 ０．６ ４５．８ ４４．９ ５．８ ３．０ ５３．６
２００６年 ０．２ ３９．４ ５１．４ ６．３ ２．８ ６０．４
２００７年 ０．４ ３８．９ ４８．７ ８．７ ３．４ ６０．７
２００８年 １．２ ３１．５ ５１．４ １１．９ ４．１ ６７．３
２００９年 ０．７ ２９．３ ５３．９ １２．７ ３．４ ７０．０
２０１０年 ０．８ ２６．４ ５３．６ １４．８ ４．４ ７２．８
２０１１年 １．４ ２４．８ ５３．４ １４．５ ５．９ ７３．８
２０１２年 １．９ ２６．６ ４９．０ １５．９ ６．６ ７１．５
２０１３年 １．４ ２３．５ ５０．７ １８．７ ５．７ ７５．１
２０１４年 ２．４ ２３．６ ５１．１ １７．５ ５．５ ７４．１
２０１５年 ２．２ ２３．４ ５１．２ １７．４ ５．８ ７４．４

Ⅱ‐５ 準夜勤の体制（３交替病棟）

準夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ４７ ２．２
２人 ４９４ ２３．４
３人 １，０８３ ５１．２
４人 ３６７ １７．４
５人 ６６ ３．１
６人 ３５ １．７
７人 １５ ０．７
８人 １ ０．０
９人 ４ ０．２

１０人以上 ２ ０．１
合計 ２，１１４ １００．０

（日）

年 度 平 均
１９８５年 ８．７
１９８６年 ８．８
１９８８年 ８．７
１９８９年 ８．６３
１９９０年 ８．６１
１９９１年 ８．５２
１９９２年 ８．４２
１９９３年 ８．１４
１９９４年 ７．９９
１９９５年 ７．８９
１９９６年 ７．８６
１９９７年 ７．７３
１９９８年 ７．６３
１９９９年 ７．６３
２０００年 ７．６１
２００１年 ７．６８
２００２年 ７．７１
２００３年 ７．５３
２００４年 ７．６８
２００５年 ７．６６
２００６年 ７．６２
２００７年 ７．５３
２００８年 ７．５７
２００９年 ７．５４
２０１０年 ７．６２
２０１１年 ７．６３
２０１２年 ７．５９
２０１３年 ７．６３
２０１４年 ７．６８
２０１５年 ７．６０

組合性格別

準夜勤人数

実施資料Ⅱ

医療労働 １７



Ⅱ‐６ 深夜勤の体制（３交替病棟）

Ⅱ‐７ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（３交替病棟）

深夜人数 病棟数 割合（％）
１人 ３６ １．７
２人 ６１２ ２９．１
３人 １，１１４ ５２．９
４人 ２４０ １１．４
５人 ５５ ２．６
６人 ２９ １．４
７人 １３ ０．６
８人 １ ０．０
９人 ２ ０．１

１０人以上 ２ ０．１
合計 ２，１０４ １００．０

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ５９，９８１ ２，６９３ ３７ ６２，７１１ ２，２７７ ９５，９７８
介護職員 ２，０４２ ５５０ ２，５９２
補助者 １，４１４ ４，５３５ ４５７ ６，４０６

看護要員 ７１，７０９

（人）

５０床当たり看護職員 ３２．７
５０床当たり看護要員 ３７．４

介護職員の割合 ３．６１
補助者の割合 ８．９３
看護職員の臨時・パート ４．２９
看護職員の派遣等 ０．０６
介護職員の臨時・パート ２１．２２
介護職員の派遣等 ０．００
補助者の臨時・パート ７０．７９
補助者の派遣等 ７．１３

（％）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
１９９５年 １．５ ６３．５ ３１．０ ３．３ ０．８ ３５．０
１９９６年 ０．６ ６２．５ ３１．５ ４．２ １．２ ３６．９
１９９７年 １．４ ５４．８ ３７．９ ４．８ １．１ ４３．７
１９９８年 １．３ ５２．３ ４０．５ ４．６ １．３ ４６．３
１９９９年 １．２ ５６．０ ３６．８ ４．７ １．２ ４２．８
２０００年 ０．３ ５５．７ ３８．５ ４．０ １．４ ４３．９
２００１年 ０．９ ５６．４ ３７．５ ４．０ １．２ ４２．７
２００２年 ０．２ ５３．２ ３９．８ ４．５ ２．４ ４６．７
２００３年 ０．４ ５６．９ ３７．１ ３．９ １．７ ４２．７
２００４年 ０．６ ５２．５ ４１．０ ３．３ ２．６ ４６．９
２００５年 ０．６ ５４．１ ３９．６ ３．４ ２．３ ４５．３
２００６年 ０．２ ５０．４ ４２．８ ４．１ ２．５ ４９．３
２００７年 ０．４ ４８．３ ４３．９ ４．６ ２．８ ５１．３
２００８年 １．２ ４０．８ ４７．９ ７．１ ３．０ ５８．０
２００９年 ０．７ ３７．９ ５１．７ ６．７ ３．０ ６１．４
２０１０年 ０．８ ３１．３ ５５．４ ９．０ ３．６ ６７．９
２０１１年 １．７ ３０．３ ５４．１ ８．４ ５．５ ６８．１
２０１２年 １．８ ３１．２ ５２．３ ９．２ ５．５ ６７．０
２０１３年 １．４ ２８．７ ５３．６ １１．３ ５．０ ６９．９
２０１４年 １．９ ２９．９ ５２．８ １０．５ ４．９ ６８．２
２０１５年 １．７ ２９．１ ５２．９ １１．４ ４．８ ６９．２

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９８８年 １８．２ ２０．３
１９８９年 １８．８ １９．８
１９９０年 １９．１ ２１．２
１９９１年 １９．１ ２１．３
１９９２年 １９．６ ２１．９
１９９３年 ２０．５ ２２．８
１９９４年 ２２．７ ２５．２
１９９５年 ２１．６ ２３．９
１９９６年 ２２．６ ２４．７
１９９７年 ２３．３ ２５．５
１９９８年 ２３．２ ２５．３
１９９９年 ２２．９ ２５．２
２０００年 ２３．１ ２５．１
２００１年 ２２．８ ２５．１
２００２年 ２３．６ ２５．８
２００３年 ２３．４ ２５．８
２００４年 ２４．０ ２６．３
２００５年 ２３．７ ２６．０
２００６年 ２４．８ ２７．１
２００７年 ２６．３ ２８．７
２００８年 ２６．６ ２９．０
２００９年 ２７．５ ２９．７
２０１０年 ２９．５ ３２．５
２０１１年 ３０．１ ３３．９
２０１２年 ２９．５ ３３．５
２０１３年 ３１．２ ３５．５
２０１４年 ３３．０ ３７．５
２０１５年 ３２．７ ３７．４

深夜勤人数

介護職員・補助者に占める雇用形態別の割合（％）
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Ⅱ‐８ 看護要員に占める介
護職員・補助者の割
合（３交替病棟）

年度 割合（％）
２０００年 ４０．５
２００１年 ４４．１
２００２年 ４２．２
２００３年 ４３．７
２００４年 ４３．８
２００５年 ４３．８
２００６年 ４７．８
２００７年 ４７．９
２００８年 ５１．０
２００９年 ５３．９
２０１０年 ５２．４
２０１１年 ５９．５
２０１２年 ６３．４
２０１３年 ６５．５
２０１４年 ６５．７
２０１５年 ６１．６

Ⅱ‐９ 看護職員に占める臨
時・パートの割合
（３交替病棟）

Ⅱ‐１０ 介護職員・補助者に
占める臨時・パート
の割合（３交替病棟）

年度 割合（％）
２０００年 ８．０
２００１年 ９．０
２００２年 ８．４
２００３年 ９．２
２００４年 ９．０
２００５年 ８．７
２００６年 ８．３
２００７年 ８．５
２００８年 ８．３
２００９年 ７．５
２０１０年 ９．２
２０１１年 １１．３
２０１２年 １２．０
２０１３年 １２．１
２０１４年 １２．１
２０１５年 １２．５

（％）

平均
夜勤日数

看護要員
介護士

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護職員
臨時パート

介護職員
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ７．１２日 ５．７ ６．２ １．６ １６．１ ８６．４ １．８
全厚労 ７．７９日 ２．３ ８．５ ６．０ ０．２ １８．０ ４８．２ ５．９
全日赤 ７．６３日 ９．０ １．０ ２３．３ １１．５
全ＪＣＨＯ病院労組 ７．２７日 ９．８ ５．８ ４３．５ １６．７
全労災 ７．７２日 ０．７ ６．４ １．４ ０．１ １００．０ ７５．２ ２４．３
国共病組 ７．７９日 ３．６ ６．７ ２．５ １００．０ １００．０
公共労 ７．３８日 ６．８ ３．９ １００．０
公的病院 ７．５９日 ４．６ １０．３ ３．５ ９．６ ４８．９ １７．７
自治体 ７．９２日 ０．７ １１．１ ７．０ ６６．２ ９４．２ ２．０
大学 ７．９７日 ９．３ ０．８ １００．０ ４６．７ ２６．５
民医連・医療生協 ７．６４日 ９．２ １０．８ ９．８ ０．１ ２４．８ ７９．１ ２．７
地場一般病院 ７．８５日 ３．４ １４．２ ９．０ １４．１ ７２．８ ５．１
地場精神病院 ７．０７日 ８．８ ２２．０ ７．９ ２．２ ６９．８

合 計 ７．６０日 ３．６ ８．９ ４．３ ０．１ ２１．２ ７０．８ ７．１

年度 割合（％）
２０００年 ５．４
２００１年 ５．９
２００２年 ５．８
２００３年 ６．６
２００４年 ２．７
２００５年 ２．６
２００６年 ２．３
２００７年 ２．４
２００８年 ３．１
２００９年 ３．５
２０１０年 ３．５
２０１１年 ３．９
２０１２年 ４．３
２０１３年 ３．９
２０１４年 ４．５
２０１５年 ４．４

病棟当たり
ベッド数

５０床当たり （人）
施設数 病棟数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員

全医労 １０１ ６１１ ４１．６ ３３．６ ２．２ ２．４ ３８．１
全厚労 ６６ ３４１ ４５．５ ２９．２ ０．８ ２．８ ３２．８
全日赤 １６ １３３ ３３．８ ４１．８ ４．２ ４６．０
全ＪＣＨＯ病院労組 １２ ４７ ４１．３ ３２．８ ３．６ ３６．４
全労災 ２２ ２０３ ３９．５ ３７．８ ０．３ ２．６ ４０．７
国共病組 １ ７ ４２．９ ３３．７ １．３ ２．５ ３７．５
公共労 ３ １６ ４６．２ ３３．２ ２．４ ３５．７
公的病院 ８ ５７ ４３．４ ３０．９ １．７ ３．８ ３６．３
自治体 ４５ ３１８ ４２．１ ３２．７ ０．３ ４．１ ３７．１
大学 ９ １４８ ３６．９ ４０．７ ４．２ ４４．９
民医連・医療生協 ７１ ２７１ ４４．６ ３０．１ ３．４ ４．０ ３７．６
地場一般病院 １５ ６５ ４４．８ ２９．３ １．２ ５．１ ３５．６
地場精神病院 １２ ６０ ５３．４ １６．４ ２．１ ５．２ ２３．７

合 計 ３８１ ２，２７７ ４２．２ ３２．７ １．４ ３．３ ３７．４

Ⅱ‐１１ 組合性格別基本データ（３交替病棟）

実施資料Ⅱ

医療労働 １９



（人）

（人） （％）

３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 計 ３回以内３．５～４回４．５～５回５．５回以上 ４回以内
２００４年 １，０２６ １，４０９ ６２８ １９９ ３，２６２ ２００４年 ３１．５ ４３．２ １９．３ ６．１ ７４．６
２００５年 １，０４４ １，４７３ ６２３ １９９ ３，３３９ ２００５年 ３１．３ ４４．１ １８．７ ６．０ ７５．４
２００６年 １，２６１ ２，１３８ ９０２ ２２７ ４，５２８ ２００６年 ２７．８ ４７．２ １９．９ ５．０ ７５．１
２００７年 １，４５３ ２，８６４ １，１１５ １９９ ５，６３１ ２００７年 ２５．８ ５０．９ １９．８ ３．５ ７６．７
２００８年 ２，７５３ ３，８０７ ２，１８７ ７５４ ９，５０１ ２００８年 ２９．０ ４０．１ ２３．０ ７．９ ６９．０
２００９年 ２，７７１ ４，３６１ ２，０９９ ６０５ ９，８３６ ２００９年 ２８．２ ４４．３ ２１．３ ６．２ ７２．５
２０１０年 ４，１３９ ６，２８４ ４，１０６ １，１３５ １５，６６４ ２０１０年 ２６．４ ４０．１ ２６．２ ７．２ ６６．５
２０１１年 ３，８２８ ５，６０３ ２，９７８ １，１６５ １３，５７４ ２０１１年 ２８．２ ４１．３ ２１．９ ８．６ ６９．５
２０１２年 ５，３２４ ７，６８７ ４，１５３ １，７３８ １８，９０２ ２０１２年 ２８．２ ４０．７ ２２．０ ９．２ ６８．８
２０１３年 ５，５０８ ８，２７９ ５，０９１ ２，２４２ ２１，１２０ ２０１３年 ２６．１ ３９．２ ２４．１ １０．６ ６５．３
２０１４年 ６，１７９ ８，６９８ ４，８８０ １，８１７ ２１，５７４ ２０１４年 ２８．６ ４０．３ ２２．６ ８．４ ６９．０
２０１５年 ６，４６１ ９，４２３ ５，３２１ ２，５３５ ２３，７４０ ２０１５年 ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９

Ⅲ‐１ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟）

（％）

病棟数 ３回以内 ３．５～４回 ４．５～５回 ５．５回以上 ４回以内
全医労 ２９９ ３５．０ ５６．０ ８．６ ０．４ ９１．０
全厚労 ２６７ ２３．５ ３４．２ ２８．７ １３．６ ５７．７
全日赤 １２８ ２５．０ ３７．１ ３０．０ ７．８ ６２．１
全ＪＣＨＯ病院労組 ３９ ２５．１ ３５．１ ３２．７ ７．０ ６０．３
公的病院 ６ ２２．７ ６４．７ ７．６ ５．０ ８７．４
自治体 ６８ １８．０ ３５．１ ２９．７ １７．２ ５３．１
大学 １１２ ２２．８ １６．０ ２７．８ ３３．４ ３８．８
民医連・医療生協 ９５ ２６．７ ３７．１ ２６．７ ９．６ ６３．７
地場一般病院 ３２ ２７．３ ４０．１ ２１．１ １１．５ ６７．４
地場精神病院 ２２ １５．５ ３２．９ ３６．４ １５．１ ４８．４

合 計 １，０７５ ２７．２ ３９．７ ２２．４ １０．７ ６６．９

Ⅲ‐３ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 組合性格別

２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上

４．５
回以上

ＩＣＵ等 １２．４ １．０ １０．６ ３．１ １８．５ ３．８ １５．２ ５．５ １３．６ １６．３ ５４．４ （％）

７対１ １２．５ １．３ １４．１ ５．７ ３４．６ ６．７ １６．８ ２．８ ３．７ １．８ ３１．８
１０対１ ８．７ ０．９ １７．８ ６．６ ４２．５ ５．５ １３．１ １．６ １．７ １．６ ２３．６
１３対１ １０．４ １．３ １２．０ ５．１ ４１．６ ６．５ １５．９ ２．２ ２．５ ２．５ ２９．６
１５対１ ９．７ １．９ １４．５ ６．８ ４２．１ ５．０ １５．９ ２．５ １．２ ０．４ ２５．０
その他 ８．８ ２．６ １８．１ ５．３ ２６．７ ４．２ １３．５ ２．５ ６．２ １２．２ ３８．６
合計 １１．６ １．３ １４．４ ５．５ ３４．１ ６．１ １５．９ ２．９ ４．４ ３．７ ３３．０

病棟数 ２回迄 ２．５回 ３回 ３．５回 ４回 ４．５回 ５回 ５．５回 ６回 ６．５
回以上 合計 最多夜

勤回数
夜勤
専門

ＩＣＵ等 ７５ ２４７ １９ ２１０ ６１ ３６７ ７６ ３０２ １０９ ２７０ ３２３ １，９８４１８．０回 ５６人
７対１ ６１２ １，７６５ １８３ １，９８０ ７９９ ４，８７４ ９４３ ２，３７２ ４００ ５２１ ２４７１４，０８４１８．０回 １１８人
１０対１ １４６ ２４６ ２４ ５００ １８５ １，１９５ １５６ ３７０ ４６ ４７ ４５ ２，８１４１０．０回 ２３人
１３対１ ４５ ９０ １１ １０４ ４４ ３５９ ５６ １３７ １９ ２２ ２２ ８６４１４．０回 １０人
１５対１ ２６ ４７ ９ ７０ ３３ ２０４ ２４ ７７ １２ ６ ２ ４８４ ８．５回 ２人
その他 ６６ １２２ ３６ ２５１ ７３ ３７１ ５９ １８７ ３５ ８６ １７０ １，３９０１４．０回 ２１人
合計 ９７０ ２，５１７ ２８２ ３，１１５ １，１９５ ７，３７０ １，３１４ ３，４４５ ６２１ ９５２ ８０９２１，６２０

Ⅲ‐２ 夜勤回数別の人数と割合（２交替病棟） 入院基本料別

２０ 医療労働



Ⅲ‐４ 平均夜勤回数（２交替病棟）

Ⅲ‐６ 病棟５０床当たり看護職員数・看護要員数（２交替病棟）

年 度 平均（回）
１９９７年 ４．２７
１９９８年 ４．５１
１９９９年 ４．２６
２０００年 ３．９５
２００１年 ３．９２
２００２年 ３．９７
２００３年 ３．７８
２００４年 ３．８１
２００５年 ３．８０
２００６年 ３．８７
２００７年 ３．８６
２００８年 ３．９１
２００９年 ３．８９
２０１０年 ４．１９
２０１１年 ４．０３
２０１２年 ４．０１
２０１３年 ４．１０
２０１４年 ４．０７
２０１５年 ４．０９

（人）

正職員 臨・パ 派遣等 小計 病棟数 病床数
看護職員 ２８，８８９ １，１３５ １０３ ３０，１２７ １，０７５ ４３，４３７
介護職員 １，１７８ ３３７ １５ １，５３０
補助者 ８３４ １，９０３ ２７６ ３，０１３

看護要員 ３４，６７０

介護職員の割合 ４．４１
補助者の割合 ８．６９
看護職員の臨時・パート ３．７７
看護職員の派遣等 ０．３４
介護職員の臨時・パート ２２．０３
介護職員の派遣等 ０．９８
補助者の臨時・パート ６３．１６
補助者の派遣等 ９．１６

（人）

年 度 看護職員 看護要員
１９９７年 １７．１ ２１．５
１９９８年 １８．３ ２３．７
１９９９年 １７．９ ２３．２
２０００年 １８．１ ２３．１
２００１年 １９．３ ２４．２
２００２年 １８．４ ２４．１
２００３年 １８．９ ２５．０
２００４年 １８．５ ２５．４
２００５年 １８．３ ２５．２
２００６年 ２１．０ ２６．５
２００７年 ２４．６ ２８．５
２００８年 ２４．４ ２８．５
２００９年 ２５．３ ２９．１
２０１０年 ２６．５ ３１．７
２０１１年 ２７．５ ３２．９
２０１２年 ２９．８ ３５．３
２０１３年 ３１．６ ３６．４
２０１４年 ３４．１ ３９．３
２０１５年 ３４．７ ３９．９

組合 病棟数 夜勤人数（人） 平均回数（回）
全医労 ２９９ ７，３１８ ３．５７
全厚労 ２６７ ５，５３４ ４．１４
全日赤 １２８ ３，３５２ ４．０２
全ＪＣＨＯ病院労組 ３９ ８４３ ４．００
公的病院 ６ １１９ ３．８５
自治体 ６８ １，１１６ ４．３７
大学 １１２ ２，８６３ ４．５５
民医連・医療生協 ９５ １，７１１ ４．０２
地場一般病院 ３２ ６２６ ３．９８
地場精神病院 ２２ ２５８ ４．４０

合計 １，０７５ ２３，７４０ ４．０９

（人）

５０床当たり看護職員 ３４．７
５０床当たり看護要員 ３９．９

組合性格別

介護職員・補助者に占める雇用形態別の割合 （％）

実施資料Ⅲ

夜勤人数 病棟数 割合（％）
１人 ３４ ３．８
２人 １２５ １４．０
３人 ４３７ ４９．１
４人 ２１９ ２４．６
５人 ３９ ４．４
６人 ２０ ２．２
７人 ２ ０．２
８人 ４ ０．４
９人 ４ ０．４

１０人以上 ６ ０．７
合計 ８９０ １００．０

（％）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 ３人以上
２００３年 ５．０ ６０．９ ２４．８ ６．２ ３．１ ３４．２
２００５年 ３．１ ６３．２ ２４．５ ６．１ ３．１ ３３．７
２００６年 ２．３ ５０．５ ４０．２ ５．１ １．９ ４７．２
２００７年 ２．９ ４１．６ ４２．８ ８．２ ４．５ ５５．６
２００８年 ２．１ ４１．５ ４０．０ ７．５ ９．０ ５６．４
２００９年 ７．５ ３４．３ ４３．２ １２．６ ２．４ ５８．２
２０１０年 ４．６ ２６．６ ４７．３ １６．２ ５．３ ６８．８
２０１１年 ７．６ ２５．０ ４８．９ ９．２ ９．２ ６７．４
２０１２年 １２．１ ２９．５ ４３．９ １２．１ ２．３ ５８．３
２０１３年 ７．１ １８．７ ５５．１ １２．１ ７．１ ７４．２
２０１４年 ５．７ １６．８ ４９．９ ２２．５ ５．０ ７７．５
２０１５年 ３．８ １４．０ ４９．１ ２４．６ ８．４ ８２．１

Ⅲ‐５ 夜勤の体制（２交替病棟）

医療労働 ２１



Ⅲ‐１０ 組合性格別基本データ（２交替病棟）

Ⅲ‐７ 看護要員に占める介
護職員・補助者の割
合（２交替病棟）

Ⅲ‐８ 看護職員に占める臨
時・パートの割合
（２交替病棟）

Ⅲ‐９ 介護職員・補助者に
占める臨時・パート
の割合（２交替病棟）

年度 割合（％）
２０００年 ５．９
２００１年 ６．１
２００２年 ５．８
２００３年 ４．５
２００４年 ３．７
２００５年 ３．４
２００６年 ３．６
２００７年 ２．５
２００８年 ２．９
２００９年 ４．１
２０１０年 ５．０
２０１１年 ５．３
２０１２年 ４．９
２０１３年 ６．３
２０１４年 ５．１
２０１５年 ４．１

年度 割合（％）
２０００年 ２１．１
２００１年 ２５．３
２００２年 ２６．２
２００３年 ２６．５
２００４年 ２０．１
２００５年 ２０．３
２００６年 ２８．６
２００７年 ３４．４
２００８年 ３２．６
２００９年 ３６．９
２０１０年 ３８．１
２０１１年 ３８．４
２０１２年 ４０．７
２０１３年 ４８．２
２０１４年 ５５．８
２０１５年 ５５．７

（人）

施設数 病棟数 ベッド数 看護職員 介護職員 補助者 看護要員
全医労 ５９ ２９９ ３９．７ ３７．２ １．３ ２．６ ４１．１
全厚労 ５２ ２６７ ４４．１ ３０．５ １．６ ３．７ ３５．８
全日赤 １９ １２８ ４１．８ ３４．２ １．８ ３．９ ４０．０
全ＪＣＨＯ病院労組 ７ ３９ ４０．５ ３７．０ ０．２ ４．１ ４１．３
全労災
国共病組
公共労 １ ７ ４７．６ ２５．４ ３．２ ２８．５
公的病院 ３ ６ ４７．５ ３０．５ ２．１ ３．７ ３６．３
自治体 １６ ６８ ３４．７ ４０．４ １．２ ３．１ ４４．７
大学 ７ １１２ ３６．１ ４５．４ ３．０ ４８．５
民医連・医療生協 ３７ ９５ ３５．４ ３４．０ ５．５ ３．８ ４３．３
地場一般病院 １３ ３２ ４２．３ ２６．４ ６．２ ５．０ ３７．６
地場精神病院 ５ ２２ ５０．３ １５．５ １．２ ７．３ ２４．０

合 計 ２１９ １，０７５ ４０．４ ３４．７ １．８ ３．５ ３９．９

（％）

平均
夜勤日数

看護要員
介護職員

看護要員
補助者

看護師
臨時パート

看護師
派遣

介護職員
臨時パート

介護職員
派遣

補助者
臨時パート

補助者
派遣

全医労 ３．５７ ３．２ ６．３ １．５ １５．２ ８５．８ １．８
全厚労 ４．１４ ４．６ １０．３ ６．０ ２６．０ ０．３ ５９．７ ９．１
全日赤 ４．０２ ４．５ ９．８ １．８ ３．１ ４１．８ ２０．７
全ＪＣＨＯ病院労組 ４．００ ０．５ ９．９ １．６ ３６．４ ４５．０
全労災
国共病組
公共労 １１．１ ９５．２
公的病院 ３．８５ ５．８ １０．１ ３．４ ９．５ １４．３
自治体 ４．３７ ２．６ ６．９ ５．５ ０．１ ７６．４ ２０．０ ７９．３ ４．８
大学 ４．５５ ０．１ ６．２ ０．３ ２．２ １００．０ ７０．２ ６．２
民医連・医療生協 ４．０２ １２．６ ８．８ １１．５ ０．６ ２１．５ ０．８ ７４．９ ２．４
地場一般病院 ３．９８ １６．６ １３．２ １０．６ ０．３ ３５．５ ５７．５ ７．５
地場精神病院 ４．４０ ５．１ ３０．４ ７．６ ３６．０

合 計 ４．０９ ４．４ ８．７ ３．８ ０．３ ２２．０ １．０ ６３．２ ９．２

年度 割合（％）
１９９９年 ２２．５
２０００年 ２１．７
２００１年 ２０．４
２００２年 ２３．７
２００３年 ２４．５
２００４年 ２７．１
２００５年 ２７．１
２００６年 ２０．９
２００７年 １３．８
２００８年 １４．４
２００９年 １３．３
２０１０年 １６．６
２０１１年 １６．４
２０１２年 １５．３
２０１３年 １３．３
２０１４年 １３．２
２０１５年 １３．１

２２ 医療労働



Ⅲ‐１１ 夜勤形態別の病棟数・ベッド数・看護職員数・看護要員数・夜勤専門看護職員数

看護職員（人） 看護要員
（人）

夜勤専門看護師
（％は対看護職員）性格 病棟数 ベッド数 正職員 臨時・パート 派遣等 看護師計

�３交替 １，９１９ ８０，５０７ ５０，２９７ ２，１７８ ３２ ５２，５０７ ５９，９９１ １４４ ０．３％
�変則３交替 １２８ ５，５８８ ３，２９６ １９５ ３，４９１ ４，０１６ １１ ０．３％

�と�の合計 ２，０４７ ８６，０９５ ５５，９９８ ６４，００７ １５５
割合 ６５．５％ ６６．４％ ６４．９％ ６４．８％ ０．３％

�混合（３交替・２交替） ２３０ ９，８８３ ６，３８８ ３２０ ５ ６，７１３ ７，７０２ ６８ １．０％
割合 ７．４％ ７．６％ ７．８％ ７．８％ １．０％

�２交替（拘束１６時間未満） ３７７ １４，８４８ １０，３６７ ３９９ ８ １０，７７４ １２，４１２ ４１ ０．４％
�２交替（拘束１６時間以上） ４６３ １８，５１６ １２，０２３ ３８８ ９０ １２，５０１ １４，３８２ １３３ １．１％

�と�の合計 ８４０ ３３，３６４ ２３，２７５ ２６，７９４ １７４
割合 ２６．９％ ２５．７％ ２７．０％ ２７．１％ ０．７％

�当直と２交替 ５ １９０ １１１ ２８ １３９ １７４
�当直 ３ ７８ ６６ ３６ １０２ １０４

合 計 ３，１２５ １２９，６１０ ８２，５４８ ３，５４４ １３５ ８６，２２７ ９８，７８１ ３９７ ０．５％

（人）

看護職員 ３交替 ２交替
１９９７年 ２３．３ １７．１
１９９８年 ２３．２ １８．３
１９９９年 ２２．９ １７．９
２０００年 ２３．１ １８．１
２００１年 ２２．８ １９．３
２００２年 ２３．６ １８．４
２００３年 ２３．４ １８．９
２００４年 ２４．０ １８．５
２００５年 ２３．７ １８．３
２００６年 ２４．８ ２１．０
２００７年 ２６．３ ２４．６
２００８年 ２６．６ ２４．４
２００９年 ２７．５ ２５．３
２０１０年 ２９．５ ２６．５
２０１１年 ３０．１ ２７．５
２０１２年 ２９．５ ２９．８
２０１３年 ３１．２ ３１．６
２０１４年 ３３．０ ３４．１
２０１５年 ３２．７ ３４．７

（人）

看護要員 ３交替 ２交替
１９９７年 ２５．５ ２１．５
１９９８年 ２５．３ ２３．７
１９９９年 ２５．２ ２３．２
２０００年 ２５．１ ２３．１
２００１年 ２５．１ ２４．２
２００２年 ２５．８ ２４．１
２００３年 ２５．８ ２５．０
２００４年 ２６．３ ２５．４
２００５年 ２６．０ ２５．２
２００６年 ２７．１ ２６．５
２００７年 ２８．７ ２８．５
２００８年 ２９．０ ２８．５
２００９年 ２９．７ ２９．１
２０１０年 ３２．５ ３１．７
２０１１年 ３３．９ ３２．９
２０１２年 ３３．５ ３５．３
２０１３年 ３５．５ ３６．４
２０１４年 ３７．５ ３９．３
２０１５年 ３７．４ ３９．９

Ⅳ‐２ 病棟５０床当たりの職員数（３交替病棟と２交替病棟の比較）

（％）

病棟 病床 看護職員
１９９９年 ６．５ ６．７ ５．３
２０００年 ７．７ ７．８ ６．２
２００１年 ７．４ ７．３ ６．２
２００２年 ８．５ ８．６ ６．８
２００３年 ８．３ ８．２ ６．７
２００４年 ８．５ ８．６ ６．８
２００５年 ８．３ ８．５ ６．７
２００６年 １１．３ １１．１ ９．５
２００７年 １２．５ １２．２ １１．５
２００８年 １６．７ １６．３ １５．１
２００９年 １７．６ １７．３ １６．１
２０１０年 ２５．５ ２３．３ ２１．４
２０１１年 ２３．７ ２３．６ ２２．０
２０１２年 ２８．０ ２７．５ ２７．７
２０１３年 ２９．４ ２９．１ ２９．３
２０１４年 ３０．０ ２８．９ ２９．６
２０１５年 ３２．１ ３１．２ ３２．５

１６時間未満１６時間以上
病棟数 ３７７ ４６３
割合 ４４．９％ ５５．１％

（％）

３交替 ２交替
１９９９年 ９３．５ ６．５
２０００年 ９２．３ ７．７
２００１年 ９２．６ ７．４
２００２年 ９１．５ ８．５
２００３年 ９１．７ ８．３
２００４年 ９１．５ ８．５
２００５年 ９１．７ ８．３
２００６年 ８８．７ １１．３
２００７年 ８７．５ １２．５
２００８年 ８３．３ １６．７
２００９年 ８２．４ １７．６
２０１０年 ７４．５ ２５．５
２０１１年 ７６．３ ２３．７
２０１２年 ７２．０ ２８．０
２０１３年 ７０．６ ２９．４
２０１４年 ７０．０ ３０．０
２０１５年 ６７．９ ３２．１

Ⅳ‐１ ３交替病棟と２交替病棟の割合

２交替看護職員の経年推移

２交替制の１６時間以上の割合

実施資料Ⅲ Ⅳ

医療労働 ２３



0 20 40 60 80 100（％）

２交替

３交替

63.1％7.7％ 15.1％ 6.8％

2.7％

56.4％10.9％ 20.3％

4.6％

3.9％

4.1％

4.4％

7対1ICU等 その他10対1

10対1

15対113対1

7対1

7対1

３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
全医労 ６１１ ２９９ ９１０ ６７．１％ ３２．９％
全厚労 ３４１ ２６７ ６０８ ５６．１％ ４３．９％
全日赤 １３３ １２８ ２６１ ５１．０％ ４９．０％
全ＪＣＨＯ病院労組 ４７ ３９ ８６ ５４．７％ ４５．３％
全労災 ２０３ ２０３ １００．０％
国共病組 ７ ７ １００．０％
公共労 １６ ７ ２３ ６９．６％ ３０．４％
公的病院 ５７ ６ ６３ ９０．５％ ９．５％
自治体 ３１８ ６８ ３８６ ８２．４％ １７．６％
大学 １４８ １１２ ２６０ ５６．９％ ４３．１％
民医連・医療生協 ２７１ ９５ ３６６ ７４．０％ ２６．０％
地場一般病院 ６５ ３２ ９７ ６７．０％ ３３．０％
地場精神病院 ６０ ２２ ８２ ７３．２％ ２６．８％

合 計 ２，２７７ １，０７５ ３，３５２ ６７．９％ ３２．１％

Ⅳ‐６ ３交替・２交替別入院基本料（病棟）

Ⅳ‐３ ３交替病棟と２交替病棟の割合 組合性格別

病棟数
３交替 ２交替 ３交替 ２交替

入
院
基
本
料

ＩＣＵ等 ２１５ ７５ １０．９％ ７．７％
７対１ １，１０９ ６１２ ５６．４％ ６３．１％
１０対１ ４００ １４６ ２０．３％ １５．１％
１３対１ ７６ ４５ ３．９％ ４．６％
１５対１ ８７ ２６ ４．４％ ２．７％
その他 ８０ ６６ ４．１％ ６．８％
合計 １，９６７ ９７０ １００．０％ １００．０％

病床数 ３交替 ２交替 合計 ３交替 ２交替
１～９床 １２１ ２９ １５０ ８０．７％ １９．３％
１０～１９床 １０４ ４１ １４５ ７１．７％ ２８．３％
２０～２９床 ９０ ６９ １５９ ５６．６％ ４３．４％
３０～３９床 １７８ ９８ ２７６ ６４．５％ ３５．５％
４０～４９床 ６２５ ３３３ ９５８ ６５．２％ ３４．８％
５０～５９床 ８２０ ３５０ １，１７０ ７０．１％ ２９．９％
６０～６９床 ２１７ ６６ ２８３ ７６．７％ ２３．３％
７０床以上 ２１ ６ ２７ ７７．８％ ２２．２％

Ⅳ‐４ ３交替病棟と２交替病棟の割合 病床数による比較

病棟数

病棟数

施設数
病棟数 病棟数

割合３交替 ２交替 混合
３交替制のみの施設（夜勤の形態��） ２２７ １，３６７ ５０．９％
２交替制のみの施設（夜勤の形態��） ６５ ３８１ １４．６％
混合施設（夜勤の形態�～�の混合） １５４ ６７８ ４５９ ２３５ ３４．５％

合 計 ４４６ ２，０４５ ８４０ ２３５ １００．０％

Ⅳ‐５ ３交替病棟と２交替病棟の施設

２４ 医療労働



Ⅴ‐１ 外来の夜勤形態

Ⅴ‐２ 外来夜勤日数別の人数と割合

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

看護要員 看護職員
夜勤形態 職場数 割合 正職員 臨・パ 派遣等 合計

�３交替 ３５３６．５％ １，１５５ ６９１ ３１６ １９ １，０２６
�変則３交替 ３ ３．１％ １８５ １３８ ３６ １７４
�混合（３交替・２交替） ６ ６．２％ １５６ ９８ ４９ １４７
�２交替（拘束１６時間未満） ８ ８．３％ ２２９ １３９ ７１ ２１０
�２交替（拘束１６時間以上） ３０３１．２％ １，１２５ ５６５ ４０３ ３２ １，０００
�当直・２交替 ２ ２．１％ １３４ ７６ １９ ３２ １２７
�当直 １２１２．５％ ２９５ １４６ １０９ ２５５

合 計 ９６１００．０％ ３，２７９ １，８５３ １，００３ ８３ ２，９３９

Ｄ÷Ａ Ｇ÷Ａ Ｊ÷Ａ
（Ｂ＋Ｃ）
÷Ｄ

（Ｅ＋Ｆ）
÷Ｇ

（Ｈ＋Ｉ）
÷Ｊ

Ｋ÷Ｄ Ｌ÷Ｇ Ｍ÷Ｊ
夜勤形態

�３交替 ８８．８ ０．５ １０．６ ３２．７ ８７．８ ６０．８
�変則３交替 ９４．１ ５．９ ２０．７ ９０．９ ６７．８
�混合（３交替・２交替） ９４．２ ５．８ ３３．３ １００．０ ４２．２
�２交替（拘束１６時間未満） ９１．７ ８．３ ３３．８ ８９．５ ６３．３
�２交替（拘束１６時間以上） ８８．９ １．１ １０．０ ４３．５ １００．０ ９３．８ ３５．５ ６．２
�当直・２交替 ９４．８ ５．２ ４０．２ １００．０ ３６．２
�当直 ８６．４ １３．６ ４２．７ ９０．０ ３７．６

合 計 ８９．６ ０．５ ９．８ ３７．０ ６６．７ ９１．０ ４８．８ ２．２

回数 人数 割合
３回以内 １０８ ８１．２％
３．５～４回 １４ １０．５％
４．５～５回 ７ ５．３％
５．５回以上 ４ ３．０％
４回以内 １２２ ９１．７％
合計 １３３ １００．０％

日数 人数 割合
３回以内 ３０８ ６８．０％
３．５～４回 １１４ ２５．２％
４．５～５回 １９ ４．２％
５．５回以上 １２ ２．６％
４回以内 ４２２ ９３．２％
合計 ４５３ １００．０％

回数 人数 割合
３回以内 ４６ １００．０％
３．５～４回
４．５～５回
５．５回以上
４回以内 ４６ １００．０％
合計 ４６ １００．０％

回数 人数 割合
３回以内 ８１ ７７．９％
３．５～４回 １３ １２．５％
４．５～５回 ５ ４．８％
５．５回以上 ５ ４．８％
４回以内 ９４ ９０．４％
合計 １０４ １００．０％

日数 人数 割合
６日以内 ８１ １００．０％
７日
８日
９日

１０日以上
８日以内 ８１ １００．０％
合計 ８１ １００．０％

日数 人数 割合 回数 人数 割合
６日以内 ２６ ３７．７％ ３回以内 ８ ２２．２％
７日 １４ ２０．３％ ３．５～４回 １３ ３６．１％
８日 ３ ４．３％ ４．５～５回 ８ ２２．２％
９日 ２２ ３１．９％ ５．５回以上 ７ １９．４％

１０日以上 ４ ５．８％ ４回以内 ２１ ５８．３％
８日以内 ４３ ６２．３％ 合計 ３６ １００．０％
合計 ６９ １００．０％

日数 人数 割合
６日以内 ３５５ ５１．３％
７日 ６６ ９．５％
８日 １０７ １５．５％
９日 １１３ １６．３％

１０日以上 ５１ ７．４％
８日以内 ５２８ ７６．３％
合計 ６９２ １００．０％

Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ
介護職員 補助者など 夜勤

看護
夜勤
介護

夜勤
補助者夜勤形態 正職員 臨・パ 派遣等 合計 正職員 臨・パ 派遣等 合計

�３交替 ６ ６ １５ ７７ ３１ １２３ ６２４
�変則３交替 １ ６ ４ １１ １１８
�混合（３交替・２交替） ６ ３ ９ ６２
�２交替（拘束１６時間未満） ２ １７ １９ １３３
�２交替（拘束１６時間以上） １２ １２ ７ ９９ ７ １１３ ３５５ ７
�当直・２交替 ７ ７ ４６
�当直 ４ ３３ ３ ４０ ９６

合 計 ６ １２ １８ ２９ ２４５ ４８ ３２２ １，４３４ ７

（人）

（％）

�３交替 �変則３交替 �混合（３交替・２交替など）

�２交替（拘束１６時間未満） �２交替（拘束１６時間以上）�当直・２交替 �当直

実施資料Ⅳ Ⅴ

医療労働 ２５



深夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 合計
１６ １１ ５ ２ ３４

４７．１％ ３２．４％ １４．７％ ５．９％

Ⅴ‐３ 外来平均夜勤日数 Ⅴ‐４ 外来夜勤の人数

夜勤形態 職場数 夜勤人数 平均回数
�３交替 ３５ ６９２ ６．５３
�変則３交替 ３ ８１ ４．１４
�混合（３交替・２交替） ６ １０５ ６．０７
�２交替（拘束１６時間未満） ８ １３３ ２．６８
�２交替（拘束１６時間以上） ３０ ４５３ ３．００
�当直・２交替 ２ ４６ ２．３７
�当直 １２ １１６ ２．９０

準夜勤務人数
１人 ２人 ３人 ４人 ５人 合計
１２ １０ ６ ５ ２ ３５
３４．３％ ２８．６％ １７．１％ １４．３％ ５．７％

当直人数
１人 ２人 合計
３ ３ ６

５０．０％ ５０．０％

平均
許可病床数

平均
稼働病床数

９９床
以下

１００～
１９９

２００～
２９９

３００～
３９９

４００～
４９９

５００～
５９９

６００～
６９９

７００～
７９９

８００床
以上施設数

全医労 １０２ ３７３ ３４６ ５ ７ ２６ ２７ ２２ ９ ５ １
全厚労 ９２ ２９０ ２６８ １４ ２０ ２０ ２１ １２ ３ １ １
全日赤 ２１ ５１７ ４８７ ２ １ ４ ３ ３ ５ ２ １
全ＪＣＨＯ病院労組 １３ ２８３ ２５６ ７ ２ ２ １ １
全労災 ２２ ４１８ ４０８ １ １ ９ ６ ２ ３
国共病組 １ ３００ ３００ １
公共労 ４ ３１６ ２５９ ４
公的病院 ８ ３３２ ３２３ ２ ２ １ ２ １
自治体 ４６ ３４４ ３３２ ４ ９ ９ ６ １０ ４ ２ １ １
大学 １２ ７５７ ７４４ １ １ １ １ ３ ５
民医連・医療生協 ８３ １８３ １７９ ２０ ３５ １３ １１ ３ １
地場一般病院 ２２ ２１７ １９３ ５ ８ ４ １ ３ １
地場精神病院 １４ ３０４ ２９１ ４ ３ ５ ２

夜勤人数
１人 ２人 合計
１５ １６ ３１

４８．４％ ５１．６％

３交替制
準夜

３交替制
深夜

２交替制
夜勤

当直制

組合性格別稼働病床数の割合

許可病床数 稼働病床数
８００～８９９ ２ １
９００床以上 ７ ７
全施設平均 ３２２ ３０４

許可病床数 稼働病床数
４００～４９９ ７０ ６５
５００～５９９ ３０ ２３
６００～６９９ ２０ １８
７００～７９９ １０ ８

許可病床数 稼働病床数
９９床以下 ４０ ４８
１００～１９９ ９３ ９６
２００～２９９ ７８ ８６
３００～３９９ ９０ ８８

Ⅵ‐１ 許可病床数・稼働病床数（基礎項目）

夜勤形態 職場数 割合％
�３交替 １ ２０．０
�変則３交替 １ ２０．０
�混合（３交替・２交替）
�２交替（拘束１６時間未満） １ ２０．０
�２交替（拘束１６時間以上） ２ ４０．０
�当直・２交替
�当直

合 計 ５ １００．０

Ⅴ‐６ 透析室の夜勤形態

夜勤形態 職場数 割合％
�３交替 ６ １８．２
�変則３交替 ３ ９．１
�混合（３交替・２交替） ２ ６．１
�２交替（拘束１６時間未満） ４ １２．１
�２交替（拘束１６時間以上） ８ ２４．２
�当直・２交替 １ ３．０
�当直 ９ ２７．３

合 計 ３３ １００．０

Ⅴ‐５ 手術室の夜勤形態

２６ 医療労働



4.0%
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13 対１ 15 対１その他
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Ⅵ‐２ 入院基本料（基礎項目）

Ⅵ‐３ 夜勤協定（基礎項目）

ＩＣＵ等 ７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他 記載なし
全医労 ２ ３２９ １９６ ４ １ ２ １１３
全厚労 ２９９ ７１ １７ ２ ４ ９
全日赤 １６３ ８ ５ ２３
全ＪＣＨＯ病院労組 ４６ ９ １ ２
全労災 １５７ １６ ２ １
国共病組 ７
公共労 １６ １ ５
公的病院 ３５ ６ １ ２
自治体 １６８ ６５ ３ １ １ ２９
大学 １６１ １ ２ ６ ８
民医連・医療生協 １１６ ５５ ４ ２ ７ ２７
地場一般病院 ２６ ３２ ４ １ ２
地場精神病院

合 計 ２ １，５２３ ４５９ ３５ １０ ２７ ２２０
（記載なしを除く） ０．１％ ７４．１％ ２２．３％ １．７％ ０．５％ １．３％ ２，０５６

ＩＣＵ等 ７対１ １０対１ １３対１ １５対１ その他 記載なし
全医労 ２ ５ １２ １７ ２ ３７
全厚労 １ ４ １３ ５
全日赤 １ ２ １ １
全ＪＣＨＯ病院労組
全労災
国共病組
公共労
公的病院 １
自治体 １ ２ ３ ５ ５
大学 ２ ３ ２ １ １
民医連・医療生協 １ １ ５ １
地場一般病院 １
地場精神病院 １ １０ ２８ １１ ２３

合 計 ６ １４ ３４ ７０ ２５ ６２
（記載なしを除く） ４．０％ ９．４％ ２２．８％ ４７．０％ １６．８％ １４９

有 無 無回答 有の割合
全医労 ４６ ４０ ２２ ４２．６％
全厚労 ５１ ８ ３３ ５５．４％
全日赤 １３ ６ ２ ６１．９％
全ＪＣＨＯ病院労組 ２ ８ ３ １５．４％
全労災 １９ １ ２ ８６．４％
国共病組 １ １００．０％
公共労 ３ １ ７５．０％
公的病院 ３ ５ ３７．５％
自治体 ２３ １９ ４ ５０．０％
大学 ５ ５ ２ ４１．７％
民医連・医療生協 ６８ １３ ３ ８１．０％
地場一般病院 １３ ８ １ ５９．１％
地場精神病院 ９ ４ １ ６４．３％

割 合 ６８．４％ ３１．６％

入院基本料（一般病棟） 入院基本料（精神病棟）

一般病棟

精神病棟

実施資料Ⅴ Ⅵ

医療労働 ２７



Ⅵ‐４ 職員総数と病院１００床当たり人数（基礎項目）

Ⅵ‐７ 最も短い勤務間隔
（基礎項目）

Ⅵ‐８ 勤務間隔は１２時間以
上あるか（基礎項目）

（人） （％）

病院１００床当り人数 構成比
施設数 病床数 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者

全医労 １０８ ３５，２６６ ２７，８７８ １，５４３ ２，１４１ ７９．１ ４．４ ６．１ ８８．３ ４．９ ６．８
全厚労 ９２ ２４，６３３ ２０，１９８ ７４５ １，９１９ ８２．０ ３．０ ７．８ ８８．３ ３．３ ８．４
全日赤 ２１ １０，２３６ １０，５６０ ２４０ ９２１ １０３．２ ２．３ ９．０ ９０．１ ２．０ ７．９
全ＪＣＨＯ病院労組 １３ ３，３２８ ２，８５４ ６２ ２７４ ８５．８ １．９ ８．２ ８９．５ １．９ ８．６
全労災 ２２ ８，９８５ ８，０７７ ４５ ５２２ ８９．９ ０．５ ５．８ ９３．４ ０．５ ６．０
国共病組 １ ３００ ３０７ １０ ２４ １０２．３ ３．３ ８．０ ９０．０ ２．９ ７．０
公共労 ４ １，０３６ ８８２ ９１ ８５．１ ８．８ ９０．６ ９．４
公的病院 ８ ２，５８２ ２，２３１ ８０ ２４６ ８６．４ ３．１ ９．５ ８７．３ ３．１ ９．６
自治体 ４６ １５，２６０ １３，９５５ １０６ １，７１７ ９１．４ ０．７ １１．３ ８８．４ ０．７ １０．９
大学 １２ ８，９２８ ８，５７６ ２ ７４２ ９６．１ ８．３ ９２．０ ８．０
民医連・医療生協 ８４ １４，８４９ １１，８３０ １，４２６ １，４１９ ７９．７ ９．６ ９．６ ８０．６ ９．７ ９．７
地場一般病院 ２２ ４，２４４ ２，４９２ ２６１ ４５５ ５８．７ ６．１ １０．７ ７７．７ ８．１ １４．２
地場精神病院 １４ ４，０７０ １，３４４ １５６ ４５１ ３３．０ ３．８ １１．１ ６８．９ ８．０ ２３．１

４４７ １３３，７１７１１１，１８４ ４，６７６ １０，９２２ ８３．１ ３．５ ８．２ ８７．７ ３．７ ８．６

（人）

看護職員 介護職員 補助者 看護要員
総数 １１１，１８４ ４，６７６ １０，９２２ １２６，７８２
（内男性数） ６，３９０ ９６０ ４８１ ７，８３１
妊娠者数 １，５０３ ４７ ２３ １，５７３
産休者数 １，２７６ １９ １２ １，３０７
育休者数 ３，４５３ ４２ ３０ ３，５２５
育児短時間取得数 ２，３９０ １４ １１ ２，４１５
介護休暇取得数 ４２ １ ４３
病欠者数 ６９５ ３２ ２８ ７５５

総
数
人
員

と
の
割
合

妊娠者数 １．４％ １．０％ ０．２％ １．２％
産休者数 １．１％ ０．４％ ０．１％ １．０％
育休者数 ３．１％ ０．９％ ０．３％ ２．８％
育児短時間取得数 ２．１％ ０．３％ ０．１％ １．９％
介護休暇取得数 ０．０％ ０．０％ ０．０％
病欠者数 ０．６％ ０．７％ ０．３％ ０．６％

Ⅵ‐６ 看護職員の休業者数・妊産婦数
（基礎項目）

施設数 割合
有 １００ ３０．８％
無 ２２５ ６９．２％

施設数 割合
８時間未満 １７３ ５３．２％
１２時間未満 ５２ １６．０％
１６時間未満 ８１ ２４．９％
１６時間以上 １９ ５．８％

Ⅵ‐５ 職員総数の内の男性人数（基礎項目）
（人）

男性／職員総数
看護職員 介護職員 補助者 看護職員 介護職員 補助者

全医労 ２，１８３ ３６６ １３８ ７．８ ２３．７ ６．４
全厚労 ８４６ ９１ ４８ ４．２ １２．２ ２．５
全日赤 ４３６ １３ ３３ ４．１ ５．４ ３．６
全ＪＣＨＯ病院労組 １４６ ８ ５．１ １２．９
全労災 ２９７ １ ８ ３．７ ２．２ １．５
国共病組 ６ ２．０
公共労 ３１ ３．５
公的病院 １０７ １９ ３ ４．８ ２３．８ １．２
自治体 ８０６ ６ ３０ ５．８ ５．７ １．７
大学 ３９３ ６ ４．６ ０．８
民医連・医療生協 ７６５ ３７４ １５１ ６．５ ２６．２ １０．６
地場一般病院 １１１ ７２ １６ ４．５ ２７．６ ３．５
地場精神病院 ２６３ １０ ４８ １９．６ ６．４ １０．６

６，３９０ ９６０ ４８１ ５．７ ２０．５ ４．４
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�‐９ 地域包括ケア病床の有無（基礎項目）

�‐１１ 地域包括ケア病床の状況 組合性格別（基礎項目）

施設数 割合

有 ７９ ２４．６％

無 ２４２ ７５．４％

施設数 １～１０床 １１～２０床 ２１～３０床 ３１～４０床 ４１～５０床 ５１～６０床 ６１～７０床 ７１床以上

全医労 ６ １ ２ １ １ １

全厚労 １４ ３ １ ３ ２ ３ ２

全日赤 ２ １ １

全ＪＣＨＯ病院労組 １ １

全労災 ４ １ ２ １

国共病組

公共労 １ １

公的病院 １ １

自治体 ８ ２ １ １ ３ １

大学

民医連・医療生協 ２３ ８ ３ １ ３ ４ ２ １ １

地場一般病院 ２ １ １

地場精神病院

実施資料Ⅵ

�‐１０ 地域包括ケア病床の病床別割合（基礎項目）

施設数 割合

１～１０床 １２ １９．４％

１１～２０床 ８ １２．９％

２１～３０床 ５ ８．１％

３１～４０床 １０ １６．１％

４１～５０床 １３ ２１．０％

５１～６０床 ９ １４．５％

６１～７０床 ３ ４．８％

７１床以上 ２ ３．２％

医療労働 ２９
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看護職員の雇用と労働および生活条件に関する
条約（第１４９号）から抜粋

第 一 条
１ この条約の適用上、「看護職員」とは、看護を
行なうすべてのカテゴリーの者とする。
２ この条約は、働く場所のいかんを問わず、すべ
ての看護職員に適用される。
第 二 条
１ この条約を批准する各加盟国は、一般的な保健
計画が存在する場合にはその計画のわく内におい
て、及び保健業務全体のために利用し得る資源の範
囲内において、住民のできる限り高い健康水準を達
成するために必要な量及び質の看護の提供を意図す
る看護業務及び看護職員に関する政策を、国内事情
に適する方法によって採用し及び適用する。
２ 特に、各加盟国は、看護職員をその職業に引き
付けかつ留めておくために適当な次のものを看護職
員に対して提供することを目的とする必要な措置を
とる。
� 看護職員の職務の遂行のために適切な教育及

び訓練
� 雇用条件及び労働条件（進路の見通し及び報

酬を含む。）
３ １の政策は、関係のある使用者団体及び労働者
団体が存在する場合にはこれらの団体との協議の
上、策定する。
４ １の政策は、関係のある使用者団体及び労働者
団体との協議の上、保健業務の他の側面及び保健の
分野における他の労働者に関する政策と調整する。
第 六 条
看護職員は、次の分野において当該国の他の労働

者の条件と同等の又はそれ以上の条件を享受する。
� 労働時間（超過勤務、不便な時間及び交替制

による労働に関する規制及び補償を含む。）
� 週休
� 年次有給休暇
� 教育休暇
� 出産休暇
� 病気休暇
� 社会保障

看護職員の雇用と労働および生活条件に関する
勧告（第１５７号）から抜粋

	 報酬
２５
 看護職員の報酬は、看護職員の社会的及び経
済的必要、資格、責任、任務及び経験に相応する、
看護職に固有の拘束及び危険を考慮に入れた、看護
職員をその職業に引き付けかつ留めておくような水
準に決定されるべきである。
� 報酬の水準は、同様な又は同等の資格を必要

とし及び同様な又は同等の責任を負う他の職業の報
酬の水準と同程度なものであるべきである。
� 同様な又は同等の任務を有し及び同様な又は

同等の条件の下で労働する看護職員の報酬の水準
は、労働する施設、地域又は部門のいかんを問わず、
同程度なものであるべきである。
 報酬は、生計費の変化及び国内の生活水準の

向上を考慮に入れて随時調整されるべきである。
� 看護職員の報酬は、なるべく、労働協約によ

つて決定されるべきである。
２７ 特に困難な条件または不快な条件のもとで働く
看護職員は、これに対する金銭的な補償を受けるべ
きである。
３１ 看護職員の作業を編成するために必要な時間、
指示を受け及び伝達するために必要な時間等看護職
員が使用者によつて自由に使用され得る時間は、呼
出し待機に関するありうる特別規定に従うことを条
件として、看護職員の作業時間として計算されるべ
きである。
３２
 看護職員の通常の週労働時間は、当該国の一
般労働者について定められている労働時間を上回る
べきではない。
� 一般労働者の通常の週労働時間が４０時間を超

える場合には、１９６２年の労働時間短縮勧告９の規定
に従つて、看護職員のために給料を減少させること
なく労働時間を漸進的にしかしできる限り速やかに
週４０時間の水準にまで短縮するための措置がとられ
るべきである。
３３
 １日当たりの通常の労働時間は、弾力的な作
業時間又は週労働日数の短縮に関する措置が法令、
労働協約、就業規則又は仲裁裁定によつてとられる
場合を除くほか、継続的であるべきであり、かつ、
８時間を超えるべきではない。いかなる場合にも、
通常の週労働時間は、３２
に規定する限度内にとど

資 料

資料
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められるべきである。
� １日の労働時間（超過勤務を含む。）は、１２
時間を超えるべきではない。
� この３３の規定に対する一時的な例外は、特別

な緊急の場合にのみ認められるべきである。
３４� 合理的な長さの食事時間が与えられるべきで
ある。
� 通常の労働時間に含まれる合理的な長さの休

憩時間が与えられるべきである。
３５ 作業時間表は、看護職員がその個人生活及び家
族生活をそれに応じて組織し得るようにするため、
看護職員に充分事前に予告されるべきである。この
作業時間表に対する例外は、特別な緊急の場合にの
み認められるべきである。
３６� 看護職員が４８時間未満の継続する週休を受け
る権利を有する場合には、看護職員の週休を４８時間
の水準にまで引き上げるための措置がとられるべき
である。
� 看護職員の週休は、いかなる場合にも、継続

する３６時間を下回るべきではない。
３７� 超過勤務、不便な時間における労働及び呼出
し待機を用いることは、できる限り少なくすべきで
ある。
� 超過勤務及び公の休日における労働に対して

は、代休が与えられるべきであり及び（又は）通常
の賃金率よりも高い率で賃金が支払われるべきであ
る。
� 公の休日以外の不便な時間における労働は、

給料への追加によつて補償されるべきである。
３８� 交替制による労働は、国内における他の雇用
に係る交替制による労働について適用される報酬の
増加を下回らない報酬の増加によつて補償されるべ

きである。
� 交替制による労働に従事する看護職員は、交

替時間と次の交替時間との間に少なくとも１２時間の
継続する休息期間を享受すべきである。
� 無給の時間帯によつて分断される１回の交替

勤務時間（分割された交替勤務時間）は、避けられ
るべきである。
３９� 看護職員は、国内の他の労働者と少なくとも
同じ長さの年次有給休暇を受ける権利を有すべきで
あり、かつ、そのような休暇をとることを要求され
るべきである。
� 年次有給休暇の長さが１年の勤務につき４週

間未満である場合には、看護職員のために休暇の長
さを漸進的にしかしできる限り速やかに４週間の水
準にまで引き上げるための措置がとられるべきであ
る。
４０ 特に困難な又は不快な条件の下で労働する看護
職員は、報酬総額の減少を伴うことなく、労働時間
の短縮及び（又は）休息期間の増加を享受すべきで
ある。
� 特別雇用措置
５７ 利用可能な看護職員を最も有効に活用し、かつ、
資格を有する者が看護職から離れることを防止する
ために、看護職員を臨時に又はパート・タイムで雇
い入れることを可能にするための措置がとられるべ
きである。
５８ 臨時に雇い入れられる看護職員及びパート・タ
イムで雇い入れられる看護職員の雇用条件は、それ
ぞれ常用の職員及び専従の職員の雇用条件と同等で
あるべきであり、かつ、それらの者の権利は、適当
な場合には、比例を基礎として決定されるべきであ
る。
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